
誌上美術館

にわとり

水滴 4点（硯で墨をするときに水を注ぐ器）

鋳型を作る工程で、原型の蝋を抜くための窯。温度は 700度ぐ
らいまで。1点作るたびに築く。右に見える民家が母屋。

納屋（アトリエとして使用）の前に置かれたコークス炉。ブロ
ンズを融かして鋳込むのも自分でやってるわけです。



工房
美の

笹山　央 工芸評論家　

第5回

古都に近い田園の中のブロンズ工房　　岸
きし

野
の

　承
しょう

さん

岸野承さんは京都府の南端にある木津川市

というところに住んでいます（工房も兼ね

る）。昔は山城の国と呼ばれた地域で、奈良市

まではもう目と鼻の先です。木津川という河

川敷の広々と開けた川が流れていて、平坦で

のどかな気分が漂っているような土地柄です。

十数年前、岸野さんは美術大学を卒業して

すぐにこの地域の中の、昔からある集落に一

軒の農家を見つけて、住みはじめました。昔

の農家ですから母屋と納屋または蔵に囲まれ

た庭があって、私が訪ねたとき、庭の真ん中

にレンガを積んだ窯のようなものがありまし

た。説明は写真につけますが、制作の上でこ

ういう窯を築く必要もあって、広い庭のある

一軒家を山城の国の一帯に、必ず見つかると

信じて探して、そして出会えたのだそうです。

職業を表記する意味でいえば、岸野さんは

彫刻家ということになるでしょうか。素材と

してはブロンズ、木、粘土、乾漆などを使っ

ています。他方、鋳造の金工品や乾漆の工芸

品も作っているので、工芸家と見える側面も

あります。彫刻家なのか工芸家なのか判断が

迷いますが、当人自身はそのあたりのこだわ

りはおそらく持ってないと思われます。美術

品も工芸品も、この人の中では同価値のもの

としてフラットに並んでいるようです。

岸野さんのこだわりは、私の興味からの判

断では、むしろ「素材（物質）感の把握」と

いったようなところにあると思います。そ

れも、ただ「質感に味がある」といったよう

なことではなくて、「もののかたち」を表す

ものとしての素材感ということです。素材

感ということを造形表現の一環として捉え

ようとしている、というようなことです。

ブロンズ彫刻で言えば、西洋の本格的な作

品とか、日本の一級品とかをご覧になったこ

とのある人なら記憶をお持ちでしょうが、金

属素材と言ってもそれはそれで物質感とし

ての重厚さ、確かさ、深みといったものを備

えています。ロダンの彫刻にしても、ブロン

ズ自体がひとつの世界であるというべき物

質感と造形とが一体となって、芸術品として

の迫力を生み出しているのです。そういっ

た物質感を把握していくためには、技術的に

もそれなりに手数をかけた作業が要求され

てきます。しかし現代の彫刻家は、そういっ

た手数をかけてブロンズ彫刻を制作すると

いうことをほとんどしなくなりました。

岸野さんは逆にそのあたりにこだわって

いて、私がその作品に初めて出会った時に

は、久しぶりに本物のブロンズ彫刻を見せて

もらったように思いました。ブロンズが息

づき、躍動している、というふうに感じたも

のです。その躍動感というのは、モチーフで

ある動物たちの生命の躍動感につながって

いることは、言うまでもありません。

金属の物質感に生命の躍動を込める

（制作／かたち21）
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1．はじめに

群馬土地家屋調査士会の「境界
問題相談センターぐんま」が平成
20 年 3月 3日に開設しました。
群馬県は全国的な知名度が低く、

高校生に群馬県は日本のどの辺り
にあるのか？という質問をしても、
あまり芳しい答えは返ってこない
と思われます。そこで、この場を
お借りして、群馬県の宣伝をさせ
ていただきます。群馬県には「上
毛かるた」という、戦後、子どもが
郷土を愛するようにと作られた群
馬県内の名所や群馬に関係する歴
史上の人物などを詠んだ「かるた」
があります。子どもの頃から育成
会などで大会がある為に群馬県出
身のほとんどの人が暗記しており、
その中の一枚に「つる舞う形の群馬

県」という札がありまして、日本地
図のほぼ中央で鶴が羽を広げ飛ん
でいるような形をした県、そこが
群馬県です。これを機にお見知り
おき願い、お子さんにも話してい
ただければ、何かの時にきっとお
役に立てるのではと、群馬県民を
代表してお願いする次第です。
さて、その群馬県の群馬土地家
屋調査士会も遅ればせながら、平
成 20 年 2月 22 日「境界問題相談
センターぐんま」を旗揚げし、記
念公演、設立記念式典、祝賀会が
行なわれました。全国では 29 番
目なので、他会の皆様にとっては
特にニュースなことではありませ
んが、とりあえず、設立状況をご
紹介致します。

�．設立に向かって

平成 18 年 5月の定時総会にお
いて、センター設立準備委員会〔5
名〕を設置する承認をいただきまし
た。当初は平成 19 年末頃に開設
する予定で、この時点ではまだ時
間があると思っておりました。ま
ず、埼玉会にて基本的な事項を研
修させていただき、一番重要とい
う弁護士会との折衝に入りました。
群馬弁護士会の先生方はとても協
力的で特に佐々木弁護士には積極
的に応援して頂き、平成 19 年 5
月 10日には弁護士会館において
調印式も行なわれ、平成 19 年の
秋に設立という話もとんとん拍子
に進みました。ところが、設立日

「境界問題相談センターぐんま」設立

「境界問題相談センターぐんま」設立
「境界問題相談センターぐんま」運営委員　　豊岡　弘

つる舞う形の群馬県
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が決まり、逆算してみると、かな
りハードなスケジュールで進めて
いかないと間に合わず、先行会の
見本もあるから大丈夫と考えてい
た我々は、この時期にきて準備不
足ということにも気が付きました。
そこで、19 年 8 月に長野会の

会員研修へ 3名の準備委員で参加
させていただき、当日講師予定の
大阪会西田先生と長野会準備委員
会の会議にも出席しました。研修
では、実際の相談を想定したロー
ルプレイングまで行なっており、
準備委員の熱心さに焦りを募らせ
ました。この日は朝早く群馬を出
発し、長野でまる一日、研修をし、
その日のうちにまた群馬に戻ると
いう行程でした。帰りの電車の中、
やれやれと 3人でビールを飲みな
がら談笑しているとそこに「この
電車は群馬へは行きませんよ。」
という車掌さんの声。なんと電車
は上諏訪方面へ。あわてて電車を
降り、乗り換えることに。そこは
ちょうどNHKの風林火山の舞台。
主人公と同じ空気を吸えたと思え
ばいいかと、気を取り直しつつも、
今後のADR設立の前途を暗示し
ているかのようで、ちゃんとレー
ルに乗れるだろうかと一抹の不安
を感じた帰り道でした。
続いて、栃木会へ研修に行きま

した。同会は群馬会と同じような
環境や規模であることから、実務
的に見習いたいと思いました。多
賀谷会長・本島センター長・橋本
副センター長には、その後も随分
と色々な面でご教示頂きまして、
この場でお礼申し上げます。
こうしていよいよ群馬での設立

に向けて急ピッチの作業が始ま
り、吉原準備委員長・渡辺副準備

委員長のもと、群馬会顧問弁護士
戸所先生、本会の役員及び事務局
の協力を得て相談員・調停員の研
修活動を進め、なんとか平成 20
年 2 月 22 日の設立式典に間に合
わせることができました。また、
協力会員から広告の資金援助を受
けて新聞広告を全面に掲載し〔参
照〕、3 月 3 日無事スタートとな
りました。

上毛新聞　2008 年 2月 23 日掲載記事
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3．記念講演・式典・祝賀会

式典は、平成 20 年 2 月 22 日
前橋市内の「ウェルシティ前橋」に
て開催しました。

①第 1部　記念講演
「境界問題とADR」
前橋地方裁判所長　大橋寛明様
この講演は今回の参加者だけで

はなく、できれば全会員・補助者

の皆さんにも聞かせたいような素
晴らしい内容でした。その中で特
に私の記憶に残っている部分を私
なりの解釈でご紹介させていただ
きます。

「境界問題とはどんな問題か。それ
は人間の動物的本能に根ざす古典
的で感情的要素の強い、目に見え
ない線の発見という解決困難な争
いである。」

動物には食物・異性というもの
に本能的なテリトリーがあり、こ
の本能が人間にも残っており、そ
のテリトリーが境界である。境界
問題はそこに日頃の生活感情が入
る観念的なものであるから、解決
は難しいということ。隣地に対す
る日頃の不平不満は立会いの良し
悪しに大きく影響するもの。この
ことは今回のADRだけでなく調
査士の日常業務においても充分留

上毛新聞に掲載された広告
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意しておくことであると思います。

（平成13年司法制度改革審議会意
見書）から
多様な紛争解決方法を整備するこ
とは、司法を国民に近いものとし、
紛争の深刻化を防止する上で大き
な意義を有する。ADRが国民にと
って裁判と並ぶ魅力的な選択肢と
なるように、その拡充、活性化を
図っていくべきだろう。

何事も早期発見・早期処理で解
決が早くなる。傷は浅いうちに解
決したほうがよく、こじれて深刻
化してからでは大事になってしま
う。また、ADR が裁判と並ぶと
いうことは補助や補足でなく対等
ということ。
その他にも勉強になることが沢

山あり、全部紹介できないのが残
念です。又いつの日かもう一度先
生に講演して頂きたいと思ってお
ります。

②�第 2部　式典�
第 3部　祝賀会
式典においては、群馬会の小保

方会長、高橋弁護士会会長、横田
センター長等の挨拶、来賓の祝辞
から始まり、センター長、運営委
員会、相談員、調停員の紹介を経
て無事に終了。
続く午後 4時 30 分、祝賀会開

始。参加者のほとんどが着席した
その時、突然演壇の上の「相談セ
ンターぐんま」の看板が大きな音
をたてて落ちてきました。一同、
何事かと驚きの顔。元には戻せそ
うにもなく、看板は片付けること
になりました。しかし、その会場
のざわめきを打ち消すかのような
元気な司会者の声で、祝賀会は、

すぐ始まりました。まず、矢口副
会長より開会の辞の発声、乾杯の
挨拶は先ほど記念講演をしてくだ
さった大橋裁判長。「皆様の活動
は社会から期待されるものです。
看板倒れにならないように。でも
もうすでに一度看板は倒れました
から、これからは大丈夫ですね。
頑張ってください。」と先ほどの看
板の落下をフォロ－するあたたか
いご挨拶を頂戴しました。先生に
は記念講演から祝賀会まで本当に
お世話になりました。
その後は、100 時間連続演奏の
世界記録をもつ群馬県出身の盲目
の電子オルガン演奏者　大島彰氏
による演奏です。リクエストによ
る演奏などもあり、大変素晴らし
い演奏でした。途中、小井土会員
が演奏に合わせて一曲歌った時に
は、更に会場が盛り上がったのは
言うまでもありません。
最後に大島氏のおまじないをご
紹介します。
「やればできる！！かならずでき
る　できないのはわたしがやるき
がないから　いまからやります」

4．課題

①面談の感想
3 月 3日より開設し、3月 26日
の時点で電話は 34 件です。事前
無料相談を毎週水曜日の午後 1
時から 4時に開催していますが、
3月12日 6件、3月19日 6件、3月
26日 3件とセンター長を中心に
忙しく対応しております。しかし、
今までの面談において土地家屋調
査士の業務がまだまだ国民に知
られていないということを今更な
がら痛感しました。相談の内容が
土地家屋調査士に依頼すれば片付
くものが結構あるからです。この
ADRセンターは境界問題相談で
すが、土地家屋調査士の啓蒙の意
味も含まれていると思いました。

②認定調査士の活用と研修
「相談センターぐんま」が、その
機能を充分に発揮し、より充実し
たものになる為には、ADR を一
番理解している認定調査士がセン
ターの運営業務に積極的に参加し
ながら定期的な研修を重ね、その
経験と技能をどんどん深めていく
ことが重要です。
しかし、現在の認定調査士の研
修・考査は、資格を取得する際の
一回だけとなっており、今後は本
会による早急なセンター及び認定
調査士の研修等の対策が必要と思
われます。

大島　彰氏
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5．�相談員・調停員候補者研修会

第 1回研修会
日時：平成 19 年 8月 29 日（水）
講師：	群馬土地家屋調査士会顧問弁護士　戸所仁治先生
演題：	ADRにおける専門家倫理、相談員、調停員の面談での心得について

第 2回研修会
日時：平成 19 年 9月 19 日（水）
講師：	境界問題相談センターかながわ運営委員会委員長　馬渡正光先生
演題：	相談員、調停員の役割等について

第 3回研修会
日時：平成 19 年 10 月 7日（日）　（ADR全般について）
	 8 日（月）　（ロールプレイング）
講師：	愛媛大学法文学部講師　和田直人先生
演題：	ADR全般について・ロールプレー

第 4回研修会
日時：平成 19 年 11 月 8日（木）
講師：	群馬土地家屋調査士会顧問弁護士　戸所仁治先生
演題：	ADRにおける取得時効論・和解契約論について

第 5回研修会
日時：平成 19 年 12 月 11 日（火）
講師：	日本メディエーションセンター　田中圭子先生
演題：メディエーション研修
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平成 20 年 2月 7日（木）愛知県
土地家屋調査士会主催のシンポジ
ウムの報告をいたします。
愛知県土地家屋調査士会でのシ

ンポジウムの歴史は古く、今回で
14 回目の開催でありテーマもそ
の時々の「旬」な話題を選択し積極
的に情報を発信しています。
今回は、日調連会報にて執筆して

いただいた九州大学大学院法学研
究院教授七戸克彦先生に基調講演、
パネラーをお願いし日調連会報では
語られなかった裏話など、報告でき
ないようなお話をいただきました。
今回は、概要のみを報告させて

いただき、詳細については、愛知
県土地家屋調査士会広報部にて講
演録を作成中です。5月上旬をめ
どに愛知県土地家屋調査士会HP
にて公開いたします。

あいさつ

愛知県土地家屋調査士会
　会長　斉藤　忠

平成 16 年の不動産登記法改正
により、私たちを取り巻く環境は
大きく変化しました。バブル経済
の破綻によりその後の社会の低迷
は、小泉首相による「痛みをとも
なう改革」によりようやく脱した
かのように思われます。
都市再生事業により設置された
街区基準点の利活用に関する問
題、平成 17 年の不動産登記法改
正により創設された筆界特定制度
は私たちにどのような利潤をもた
らすものなのか、調査士ADRは
国民の期待に沿えるような体制な
のか、オンライン登記申請の本質
などについて、明確になっていな
い部分について私たちはその使命
を理解し、また、これらの事柄が
相互に連携している事を私たちは
十分理解しているのか分からない
事が多いです。
今回のシンポジウムは、昨年日
調連会報にて 8回にわたり連載さ
れた九州大学大学院法学研究院教
授七戸克彦先生の記事を見直し、
その意図する所を直接確かめたく
企画いたしました。

第一部

基調講演
講師：九州大学大学院法学研究院

教授　七戸　克彦氏

テーマ：
「不動産登記制度の未来」
～あるいは土地家屋調査士の未
来について～
基調講演がはじまる前に、七戸
先生より「前提確認」として報告者
としての「立ち位置」について解説
がなされた。

1．	報告者は、河川管理者、利水、
環境のどのセクターの代弁者
ではない
・	報告者は、学者としては、
独立系である（御用学者で
も、市民運動化でもない）

・	報告者は、法律家としては、
いずれのセクターからの依
頼も受ける。

国土交通省四国地方整備局「第6回四国
水問題研究会」（平成20年 1月24日）七
戸資料「河川法の仕組みと河川行政」抜粋

第 14 回あいち境界シンポジウム報告

第14回あいち境界シンポジウム報告

斉藤会長挨拶

九州大学大学院法学研究院教授　七戸先生
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七戸先生の「立ち位置」により、
今回講演いただく内容としては、
第三者の眼から見た厳しい意見に
なる事が予想された。

平成16年新法制定と土地家屋
調査士業務

電子申請については、国家戦略
として平成 13 年に「5年以内に世
界最先端の IT 国家となる」こと
を目標に「e-Japan 戦略」が打ち出
された。
電子申請についてみると特許申

請（特許庁）、通関手続（財務省）は
世界のトップランナーである。し
かし、「e-Japan 戦略」実現の最大
の足かせになったものは、住基ネ
ット（総務省）と不動産登記の電子
化であるとの説明があった。
不動産事務のコンピュータ化に

ついては、昭和 47 年からはじま
っており当時のコンピュータでは
3億筆近くある不動産情報を収納
する能力がなかったこと、漢字が
主要部分であるために入力系で問
題があったこと（入力系について
は、日本語ワードプロセッサの登
場により解消に向かう）などの電
子化の隘路について、また、昭和
63 年の不動産登記法改正によっ
て紙帳簿から磁気ディスク帳簿へ
の移行（この時点で世界最高レベ
ルのものであった）が行なわれた
など追加の説明があった。
電子申請について
第 3 回自民党登記オンライン

PTでオンライン申請の阻害要因
（国民及び資格者の理解が得られ
ていない、申請の際提供する情報
が多すぎる、電子化されていない
情報が多いなど）として報告した
件については、たいした問題では
なく、今般、法務省が打ち出すオ
ンライン利用促進策に期待してい
るとの説明がなされた。

平成17年新法改正と土地家屋
調査士業務

地図情報システムの構築につい
ては調査士から登記情報システム
も含め、改善について積極的に提
言するべきであり規則 77 条の例
外規定を積極的に利用する事は、
不適当であるとの説明があった。
93 条調査報告書の活用におい
て、登記官の実地調査権を全部調
査士のものとすれば、ステイタス
は上がると思われるので、今後実
績を積み重ねる事により、「戦略
として」土地家屋調査士の登記官
化に期待する。
登記識別情報はあまりにも使い
勝手が悪いことが判明している。
また、特例方式（いわゆる半ライ
ン）は事実上の「書面申請」であり、
登記所にとっても資格者代理人に
とっても二度手間であり、この実
績をオンライン申請のものとして
カウントする事にやや疑問を感じ
る。
ドイツ・フランスなど登記にお
いては公証人制度がよく機能して
おり、資格者代理人への罰則の強
化と登記事故に対する無過失全額
賠償保険制度（タイトル・インシ
ュアランス）の創設をした上で、
資格者代理人の提供する本人確認
情報などの電子情報のみで登記が
できる制度を戦略として提言すべ
きであり、ただ単に自己の目先の
利便性を追求するのではなく、負
担・責任が増えても国民の利益を
考えるべきである。

平成18年法人法改正と土地家
屋調査士業務

公嘱協会は公益社団法人もしく
は一般社団法人として存続するか
解散するか早く方針を決めて、関
係省庁とすぐにでも協議を始める

べきだと思われる。もし申請した
結果、拒否処分を受けることにな
っても再申請するだけの時間的余
裕が必要である。（移行期間は平
成 20 年 12 月 1日から 5年間）

土地家屋調査士の未来

制度を改善していくためには、
若い調査士を増やすべきであり、
土地家屋調査士の「少子高齢化対
策」・「土地家屋調査士人口増加」
は最優先に対応が必要な重要な課
題である。近年の受験者数を見て
いると、毎年 400 人ペースで減
少している。このままのペースで
行くと約 25 年で統計上、誰も土
地家屋調査士を受験しない状態に
なってしまう。合格者が 500 名
を切るような国家資格の将来は暗
く後継者のいない資格には未来が
ない。
おわりに
不動産登記制度の（あるいは土
地家屋調査士の）未来のために子
守唄を歌ってほしいのですか、そ
れとも AED（自動体外式除細動
器）を使用しますか。というメッ
セージをいただいた。（蘇生の為
の電気ショックは時間との勝負で
すよ…と）

第二部

パネルディスカッション
コーディネーター

愛知県土地家屋調査士会
副会長　茶谷　和裕

コーディネーター　茶谷副会長
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パネラー
九州大学大学院法学研究院教授

七戸　克彦氏

愛知県土地家屋調査士会最高顧問
日本土地家屋調査士会連合会名誉
会長� 西本　孔昭氏

愛知県土地家屋調査士会
会長　　斉藤　忠氏

パネルディスカッションでは、第
一部でいただいた基調講演をもと
に、パネラーが自由に意見を述べた。
あまりにも「自由」だった為、全ての
報告ができない事をお断りいたし
ます。ここでは、各パネラーの主な
意見のみ報告いたします。詳細に
ついては、愛知県土地家屋調査士
会広報部にて講演録を作成中です。
5月上旬をめどに愛知県土地家屋
調査士会HPにて公開いたします。

九州大学大学院法学研究院教授
七戸　克彦氏
・今日は成敗されるつもりで来ま
した。しかし、ただでは成敗さ
れません。
・土地家屋調査士の方は、せっか
く作成した地図情報（地積測量
図など）を捨ててしまっている。
地図情報を売ることをビジネス
チャンスとして検討してはどう
か。
・土地、筆界に関して弁護士化、
登記官化をめざすなど、長期戦
略が必要。
・今後、地図情報システムが重要
になってくると思われる。登記
情報システムも含めて土地家屋
調査士のみなさんはシステムの
改善に関して、積極的に提言し
関与していくべき。
・今日お話を聞いて、土地家屋調
査士のみなさんには、戦術はあ
るが戦略がないと思われる。
制度の改正に関しては司法制度
改革の期間中に必要な提言等を
行なわなければ、今後改善され
る機会がない事を認識して欲し
い。

愛知県土地家屋調査士会最高顧問
日本土地家屋調査士会連合会名誉
会長� 西本　孔昭氏
・夢を語っていきたい。夢なくし
てボランティアはできません。
苗木を植えて、下草を刈り、枝
を払い、森を育てる努力をしな
ければならない。これが苦しみ

で終わらない為にも夢を語って
いきたい。
・地図の究極の目標は GIS であ
り、そのために私たちは自前で
基準点網を作る必要がある。
・筆界特定もADRも実績を積み
重ねていくことが重要である。

斉藤会長
・オンライン申請は単なるツール
と考えている。
その先に何があるのかが全く分
からない状況である。（街区基
準点に関しても同様である）

以上、簡単ではありますが、第
14 回あいち境界シンポジウムの
報告をいたします。
シンポジウム終了後、会場内の
レストランで開催された懇親会で
は、各地からお見えになった方々
と七戸先生が「パネルディスカッ
ション」並みの意見交換をされて
いました。

	 （広報部理事　廣瀬　一郎）

パネラー　七戸先生

パネラー　西本最高顧問

パネラー　斉藤会長

パネルディスカッション

懇親会での七戸先生
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例年この時期に企画される、滋賀県土地家屋調査
士会主催の地籍シンポジウムでありますが、本年は、
4年に 1度しかない 2月 29 日に開催されておりま
す。（別に深い意味はなく、たまたま会場の都合が
良かっただけのことでありますが…）

会場には本会会員のほか、北海道から九州まで全
国各地の土地家屋調査士の皆様や県内官公署職員
の皆様そして大津地方法務局登記官の皆様ら約 300
名の参加者が集まり、熱気のこもったシンポジウム
となりました。

地籍シンポジウムin滋賀2008 報告

地籍シンポジウム in 滋賀 2008　報告

日　時　平成 20年 2月 29 日（金）13：00 ～ 17：00
会　場　栗東芸術文化会館［さきら］中ホール
テーマ　高度情報化社会における［産官学の協働体制構築］と［情報共有からの知識創造］

主催者からの開催主旨説明
本企画においては、地理空間情報活用推進基本法設立を機縁とし、産官学の協働体制構築に
よる情報の円環を実現すること、又、情報共有から産まれる新しい価値観を育て、より良い社
会システム・社会インフラを創造していくことを目的としています。

内　容
第 1部� 基調講演�「高度空間情報社会に向けた地理空間政策への提言」　

� 講　　師� 東京大学空間情報科学センター　センター長　柴崎亮介氏
� 研究発表�［都市再生街区基準点の活用と産官連携体制の構築］
� 発 表 者� 滋賀県土地家屋調査士会法 25条 2項委員長　上田忠勝氏

第 2部� パネルディスカッション
� テ ー マ�「地理空間情報の活用と地方自治体、土地家屋調査士（制度）の役割」
� パネリスト

東京大学空間情報科学センター　センター長　柴崎亮介氏
日本土地家屋調査士会連合会常任理事（広報部長）　藤木政和氏
豊中市建設部土木管理課　課長　柳川正信氏
滋賀県土地家屋調査士会法 25条 2項委員長　上田忠勝氏

� コーディネーター
日本土地家屋調査士会連合会常任理事（社会事業部長）　山田一博氏

� アシスタント
滋賀県土地家屋調査士会　業務部長　竹内　勉氏
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区基準点の活用場面における問題提起と解決策の提
案があり、インターネットを利用した情報管理シス
テム［LPMS：Location	Points	Management	System］
の紹介がありました。インターネットによる情報の
共通参照を実現することで、事務の効率化や品質の
評価ができること、又、日々変化する現地情報を管
理するには、土地家屋調査士という日々現地におい
て情報を取得し、生産している存在が非常に重要な
役割であること、自治体との連携体制の必要性など、
これからの調査士制度が考えなくてはならない視点
での話であったと思います。ちなみに、出演の柴崎
氏、柳川氏が異口同音に「25 条 2項委員会って何？」
と質問されていたのが非常に印象的でした。
第 2部では、パネルディスカッションが行われま

した。第 1部の出演者に日調連常任理事・藤木広報
部長、基準点を主にした自治体GIS の先駆けと言
える、豊中市・柳川正信氏が加わり、地理空間情報
と地籍の現場についての議論が交わされました。
例年、滋賀会主催シンポジウムのディスカッション

では、「筋書きのない議論」をモットーとしておりま
して、一応、コーディネーターの日調連常任理事・山
田社会事業部長が事前に問い合わせたところ、参加
者全員が「筋書きの無い方がおもしろい」と即答され
たそうです。しかし、コーディネーターの山田さんと
しては、ある程度のシナリオがないと不安であり、ア
シスタントコーディネータの滋賀会・竹内業務部長と
共に、前日までかなりの筋書きを作り込んだらしいの
ですが、当日は好き勝手に話されるパネリストの前に、
ほとんど役に立たなかったそうです。

今回のテーマは、昨年5月に制定された［地理空間
情報活用推進基本法］を基本に、産官学の連携と、地
籍制度の将来について考える…というものであります。
講師には地理空間情報に関する様々な研究会に政

府検討委員として参画・ご活躍されている東京大学
空間情報科学センター・柴崎亮介教授をお招きし、
第 1部講演として、同法の解説と今後の［高度空間
情報化社会］についての展望をお話しいただきまし
た。法の主旨とこれからの社会が求める地理空間情
報の活用事例、そのための民間事業者の役割等につ
いて詳細に説明いただき、これから土地家屋調査士
が専門家として社会に期待されている部分を理解す
ることができたと思います。
又、研究発表として、滋賀県土地家屋調査士会・

法 25 条 2 項委員会・上田委員長より、都市再生街

滋賀県土地家屋調査士会　中村会長 東京大学空間情報科学センター　センター長　柴崎亮介氏

滋賀県土地家屋調査士会法 25条 2項委員長　上田忠勝氏
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ディスカッションでは特に、柴崎、藤木両氏の意
見である、「測量の精度」のみに拘るのではなく、「情
報の精度」に拘るべきであるというコメントが、こ
れからの土地家屋調査士に与えられたテーマである
ように感じました。我々の業務における成果は様々
な時代における現地の状況、人間関係、法律体系、
測量技術、その他の要素が複雑に絡み合い作られる
ものであり、一概に数値の比較で優劣を競うような
性質のものではないと思われます。様々な時代の情
報をいかに整理し、有効に活用していくのか、又、
活用できるデータにしていくのか、そういったこと
を思いながら、あっという間の120分でありました。

現在、GIS の導入や各種事業におけるデータの
統合管理・活用は現在の自治体、企業組織体におい

パネルディスカッション　パネリスト
東京大学空間情報科学センター　センター長　柴崎亮介氏
日本土地家屋調査士会連合会常任理事（広報部長）　藤木政和氏
豊中市建設部土木管理課　課長　柳川正信氏
滋賀県土地家屋調査士会法 25条 2項委員長　上田忠勝氏

て重要な課題となっておりますが、実用場面におい
ては様々な問題を含んでおり、システムの導入が即
ち良好な効果を上げるとは限らないのが現状である
のではないかと思われます。
おそらく、現地において最も高密度で精度の高い
情報を日々扱っている土地家屋調査士という組織体
は、今後、そういった問題を解消するための潤滑油
となることができるのではないか…そのような可能
性を考えるという主旨での企画でありましたが、研
究者である柴崎教授、実務者である自治体代表・柳
川氏と土地家屋調査士による意見交換は、今後の実
務体制構築に際して、非常に有意義な議論であり、
出会いであったように思いました。

	 （滋賀県土地家屋調査士会業務部　満島弘順）

パネルディスカッション　コーディネーター
日本土地家屋調査士会連合会常任理事（社会事業部長）　山田一博氏
アシスタント
滋賀県土地家屋調査士会　業務部長　竹内　勉氏
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1　はじめに

まず，平成 16 年の不動産登記法（以下「法」と
いう。）の改正の経緯をここで改めて振り返ってみ
ることとする。
高度情報化社会への進展をにらみ，平成9年 12月

「行政情報推進基本計画の改訂について」が閣議決定
された。そして，平成 12 年 12月「ミレニアムプロ
ジェクト」において，平成15年度までに行政手続を
ペーパーレスで行うことができる電子政府の基盤を構
築することとされた。このような決定を受けて，内閣
に内閣総理大臣を本部長とする高度情報通信ネット
ワーク社会推進戦略本部いわゆる「IT戦略本部」が
設置された。そして，平成13年に e-Japan 戦略にお
いて，電子化の方針が確認された。これを受けて法
務省では，アクションプランを策定し，その中で不動
産登記の申請手続を平成16年度中にオンライン化の
実現に向けて検討することが明らかにされた。
その後，法務省は，平成 15 年 4 月 1 日オンライ

ン登記申請制度研究会の研究報告書を公表し，パブ
リックコメントを求めた。そして，その意見を反映
した「電子情報処理組織を使用する方法による申請
の導入等に伴う不動産登記法の改正に関する担当者
骨子案」を公表し，同じくパブリックコメントを求
めた。
そして，改正法は，両院の法務委員会・本会議を
経て，平成16年 6月18日平成16年法律第123号（整
備法は124号）として公布され，平成17年 3月7日
から施行された。なお，両院の法務委員会共，附帯
決議がなされた。その内容は，資格者代理人の実務
の実態を勘案した事項，「本法の施行状況について不
断に検討を加え，改善の必要があるときは，速やかに
所要の措置を講ずる」とした改善の示唆を含んだ事
項などであった。

オンラインによる登記申請の促進

この度の改正で，まさに高度情報化社会にふさわ
しい不動産登記制度の法整備が整うことになったの
である。
一方，司法制度改革真只中の平成17年 4月13日

不動産登記法等の一部を改正する法律が公布され，
法の中に筆界特定制度に関する規定が新設されると
ともに土地家屋調査士法の一部も改正されたことは
記憶に新しい。これらの創設によって，土地家屋調
査士には，新しいステージが用意されることとなった。

�　�自由民主党政務調査会司法制度調査会登記
オンラインプロジェクトチームの組成と検討

（新）法に導入されたインターネットを利用したオ
ンラインによる登記申請の利用率は，新法施行後 1
年数ヶ月を経過しても 0.02％と決して好ましい状
況ではなかった。また，現場からは，使い勝手が悪
いとの声があった。そこで，自民党は，平成 19 年
8 月，杉浦正健前法務大臣を座長（事務局長／河野
太郎前法務副大臣）とする標記のプロジェクトチー
ムを立ち上げ , 早期に問題点を改善し，オンライン
による登記申請を利用しやすくするための検討に
入った。
会合には，法務省・日本土地家屋調査士会連合会

（以下「日調連」という。）・日本司法書士会連合会・
日本弁護士連合会等が参加し，日調連も同会合から
のヒアリングを受け，松岡会長自ら意見を述べると
ともに改善の要望も行った。
そこでの報告・議論の中で大きな問題点として炙
り出された大きなものを挙げれば次の 3点である。
要約すれば，①オンライン申請に必要な公的個人認
証（住民基本台帳カード等）が全くといっていいほ
ど普及していない。②添付書面の電子化が進んでい
ない。特に，官公署が発行する証明書等の電子化は
全く進んでいない。③登記識別情報の取扱いが不便

オンラインによる登記申請の促進
日本土地家屋調査士会連合会　副会長　下川　健策
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である。ということになる。
5回におよんだ会合の白熱した議論を踏まえて，

平成 19 年 12 月 5 日法務省民事局民事第二課から
改正政令（案）が，平成 19 年 12 月 8日改正省令（案）
が「改善策」として，それぞれ公表され，意見募集
（パブリックコメント）がされた。そして，その意
見も踏まえて平成 20 年 1 月 11 日不動産登記令の
一部を改正する政令（平成 20 年政令第 1号）及び
不動産登記規則の一部を改正する省令（平成 20 年
法務省令第 1号）が公布された。なお，施行日は，
附則によって平成 20 年 1 月 15 日とされた。また，
同日，法務省民事局長から法務局長・地方法務局長
に対して「不動産登記令の一部改正等に伴う登記事
務の取扱いについて」の通達（法務省民二第 57 号）
が発せられた。

3　主な改善点

①オンラインで登記を申請する場合は，登記令第
10条により，申請情報のみならず添付情報もオンラ
インで送信しなければならない。ところが，2－②
のように現時点ですべての添付情報（書類）を送信
することは不可能である。そこで今回，オンライン
申請においても添付情報が書面に記載されていると
きは別送方式が認められることとなった。具体的に
は，依頼者（申請人）が，いまだ遅遅として普及し
ないいわゆる住基カードを持っていなくてもこれま
でと同じ「紙」の委任状がオンライン申請（特例方
式として）に使用できることになったのである。た
だし，登記識別情報については必ずオンラインで提
供しなければならない。これらはまさに飛躍的な改
善策といえるだろう。
しかし，この方式は，「恒久的な取扱いとして認

められるものではなく，一定期間，特別に認めるも
のである。」ゆえに，登記令（改正前）の附則に第
5条を加え，添付情報の提供方法に関する特則とし
て規定されたのである（附則第 5条第 1 項に「当
分の間」と期間が区切られている。）。
②書面による登記識別情報の通知は，申請人の申

出により，送付してすることができるようになった
（不動産登記規則第 63 条第 3項）。また，登記識別

情報の通知を受けるため（職務上請求）の特別の委
任を受けた代理人であるときは，登記識別情報の通
知はその代理人に対して送付してもらうことができ
ることとなった（不動産登記規則第 63 条第 4項）。
③資格者代理人が登記識別情報に関する証明の請
求（土地家屋調査士の業務にあっては，土地の合筆
登記，建物の合併登記，建物の合体登記に必要。）
をする場合には，代理人の権限を証する情報及び請
求人の印鑑に関する証明書又は電子証明書の提供の
必要がなくなった（不動産登記規則第68条第 7項）。
ただし，資格者代理人であることを証するために，
日調連が発行した電子証明書又は土地家屋調査士会
が発行した職印に関する証明書が必要である（不動
産登記規則第 68 条第 14 項）。
④登記識別情報を提供することができない正当理
由が追加された。
⑤オンライン申請をした場合についても，当分の
間，登記識別情報通知書（書面）の交付をうけるこ
とができる（不動産登記規則第 63 条第 1項柱書の
法務大臣が定める場合）。

4　改善策を受けて

法務省民事局民事第二課は，オンライン申請の数
値目標を登記申請事件数の 10 パーセントとしてい
る。現時点（資料「オンライン申請利用状況」参照）
では，約 6パーセントで推移しているが，これは
表示に関する登記と権利に関する登記の合計値であ
り，表示に関する登記の件数は権利に関する登記の
件数と比較すると明らかに低迷しているという現実
がある。
明治 32 年以来，充実・発展を遂げてきた登記制
度は，制度創設以来もっぱら書面での申請に限られ
ていた。それが，時代の高度化に追随していくため
に，社会生活から切り離すことができなくなったイ
ンターネットを利用したオンライン申請へと舵が切
られたのだ。当然といえば当然だが，あまりにも「紙」
に頼ってきた時間が長かったせいか既述のように利
用率が芳しくない。他方，オンライン登記申請に適
合した社会的環境が整っていない現実がそれに拍車
をかけたのだろう。しかし，今回の思い切った改善
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策（一部に異論があることは承知するが）により，
一気呵成に普及するものと思われる。「紙」の時代
から思えば，晴天の霹靂とも思える電子申請への突
入のときがきたが，これまでに経験したことがない
画期的なこのような制度を最初から何の障害もなく
世に定着させることは容易ではない。要するに，法
律が予定したものを登記実務に照らしてみて，問題
点を洗い出し，いかに利用しやすい内容に改善して
いかざるを得ないということである。
（新）法そして今回の登記令・省令の改正を受けて，
改めてオンライン申請のメリットをいくつか挙げて
みる。①書面申請よりも申請の受け付け時間が長
い。②登録免許税等のネットバンキングによる決済
で現金（収入印紙）を扱うより簡便である。③書面
申請の場合の原本還付の書類作成時間と比してかな
りの時間短縮ができる。④補正（あってはならない
が）処理のために登記所へ出向く必要がなくなった。
などであるが，最大のメリットは，登記令附則第 5
条の追加によってオンライン申請の手続きが書面と
混合することができるようになったことで全ての事
件をオンライン申請の対象とすることが可能になっ
たことである。このことで先に述べたように，公的

個人認証（住民基本台帳カード等）が国民に普及し
ていない実情を見た場合，実務上，依頼者に負担を
強いることなくオンライン申請に移行できるのであ
る。
今回の改正が，オンライン申請への大きな扉を開
ける原動力になったことは否めないだろう（しかし，
あくまでもこの方式は時限的措置ということを忘れ
てはならない。）。
日調連では，オンライン申請の入り口となるセッ
トアップに必要な使い勝手のよいソフトを開発し
（この会報が手元に届くときには利用できる予定で
ある。）会員の利便に供することとしている。さらに，
安価なXML仕様による図面（地積測量図・建物図
面等）作成ソフトも開発を進めている。また，オン
ライン申請のサポートをするために各ブロック協議
会に 2名の委員を配した「オンライン登記申請促進
チーム」を組成し（別図「オンライン促進PT組織図」
参照），過日，説明会を開催して申請手順等のサポー
トもさることながらオンライン申請の必要性を敷衍
していただくこともお願いしたところである。
上記のようなシステムの準備等はいわば組織的な
動向であるが，それ以外にもオンライン申請には必

資料「オンライン申請利用状況」
※司法制度調査会登記オンラインプロジェクトチーム第7回会合（H20.3.13）において席上配布された資料の一部を転載
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要不可欠とされる個々のパソコンの環境，カード
リーダライタなどの周辺機材やソフト等の準備も確
認していただきたい。周りの環境が整っても，手元
の環境が整備されなければオンライン申請は出来な
いのである。
また，予てより会報等で毎月案内しているオンラ

イン申請になくてはならない「日本土地家屋調査士
会連合会特定認証局」発行の電子認証カード（IC
カード）の取得は，率が高いとは言いがたい現状で
ある。このように個々の環境の整備や全会員の認証
カード取得をしていくなどのオンライン申請へ向け
ての認識を各会員が高く持っていただき，早期に 1
件でも多くの申請をしていただくことが今後の不動
産登記のオンライン制度促進につながるものと思っ
ている。

5　資格者代理人としての登記申請

（新）法には，高度情報化社会に馴染むようにイン
ターネットを利用したオンラインによる登記申請の
制度が導入された。同時に地図についても電子化す
ることが可能になった。ただし，現時点では，登記
申請の方法は，法第 18 条において，オンライン申
請と書面による申請の 2通りが用意されている。書
面申請をやむなく選択せざるを得ない理由は，申請

情報・添付情報のすべてを電子化して提供できる社
会環境が整っていないからであった。しかし，今回
の改正により書面申請を選択する理由はなくなった。
また，電子政府実現のためには，近い将来すべての
登記申請がオンラインによらなければその実現は困
難であることは明白であるといわざるを得ない。
一方，（新）法は，登記事務の処理の効率化等を考
え，いわば資格者代理人に優位性を持たせた改正と
もとれる。このことは，いかに資格者代理人の活躍
に期待がかけられているかにほかならない。と読む
べきであろう。そうであるならば，登記制度の一翼
を担う国家資格である土地家屋調査士は，政府にお
いて計画された方向に向かって努力していく義務が
課せられていると考えなければならないのである。

6　改正の先に何を見いだすことができるのか

オンラインによる表示に関する登記の最終目標
は，資格者代理人（土地家屋調査士）が，今回の改
善策に基づき資格者ならではのオンライン申請が登
記実務の中で評価され，かつ，社会に定着した暁に
は，現在のような添付情報（書類）を送信すること
なく，悲願である調査報告書にその存在等を記載し，
電子署名した調査報告書のみを添付情報とすること
ができるオンライン申請が実現することである。

2 2 2 2 2 2
3

6

「オンライン促進PT組織図」
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その過程においては，第一に，現行の業務を通し
て資格者として密度の濃い業務内容を登記官・依頼
者等に提供するなどして社会から揺るぎ無い信頼を
得ること。第二に，添付情報なしの調査報告書の内
容等についての制度設計をすること。第三に，このこ
とを実現させる裏づけとしてのモラルの滋養となるだ
ろう。
これらを充足させることができれば最終到着点へ

のゴールもあながち理想論ではないだろう。

7　おわりに

現代社会の進歩は多くの分野において歩みを止め
ることはないといってよいだろう。また，経済取引
もインターネットが普及したことでグローバル化が
加速しているようである。近年の情報関係の媒体の
発展はめざましく，否が応でもコンピュータ等を利
用した社会構造へと変化しているようである。この
ような時代に育ってきた人たちにとっては，このよ
うな進展は社会のいわばインフラとして捉えてお
り，何の抵抗もなく生活の中にすばやく取り入れて
いるのである。登記制度のみがその例外であるなら
ば，利用者の評価は決して得られないだろう。
この度，（新）法施行後，出足は遅れたものの現実

可能な改善策の法整備が行われたことにより，この
改正内容は一気に社会に受け入れられ，法が所期す
る成果が期待できるものと思っている。ただこのよ
うな時期にあって，地図の電子化が遅れていること
は悔やまれる。
オンライン申請を促進していくには，何といって

も，まずわれわれ資格者が，積極的にオンライン申
請を行っていくことである。そして，日調連では，
法務省から現時点でできる得る限りの改善策の手当
てはなされたが，これから実務の過程で生じるさま
ざまな問題点を検証し，さらなる改善めざして法務
省に改善策を提言していきたいと考えている。幸い，
法務省に実務家を交えた研究会も設けられ，期待す
るところが大きい。
ところで，釈迦に説法になるが，オンライン申請は，
あくまで時代の趨勢に順応した申請の手法であっ
て，表示登記の内容そのものをも変えようというも

のではない。さらに横着な言い方のお許しをいただ
ければ，俗に言う変化についていくために機器・操
作等に集中し，本来の調査の内容が薄くならないよ
うにしなければならないということである。さらに
現実的には，これまでのような代理人と登記官との
直接の会話がめっきり減っていくことが予想される。
登記官の心証形成を保っていくためには，なお一層
のきめ細やかで専門職として自信をもった業務内容
を申請に反映させることがその処方箋となるだろう。
加えて言えば，土地家屋調査士のみに許された調査
報告書の更なる充実がオンラインによる登記申請の
促進，登記事務処理の効率化に直結することは否定
できないだろう。
「改革」という言葉は，響きもいいし，一般に受け入れ
やすい。が，オンライン申請は，その改革にはあたらない。
あえていうなら「融合」ではないだろうか。
登記制度の最も重要な基盤を受け持つ土地家屋調

査士は，いかなる時代にもその時々の要請に見事に
応えていかなければならない。それが何であろうとも。
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知識情報の構造化
大槻　　明東京大学大学院工学系研究科　特任助手

情報スクランブル

知識情報の構造化

東京大学大学院工学系研究科　特任助手　大槻　明

1　はじめに

組織活動として知識活動が重
要な役割を担いだしている昨今に
おいて、組織内の各個々人及び
部門に散在する知識情報を全組
織横断的に共有・活用することの
重要性が増している。しかし、組
織活動を行うに比して知識情報
は膨大化、細分化及び複雑化の
一途をたどるため、その全体像の
把握は容易ではなくなり、結果、
膨大に蓄積された知識情報は活
用されないままになっている。
以上の課題に対応するためには、
個別領域における知識情報基盤
の充実だけにとどまらず、領域融合
型の合理的・体系的な知識情報の
構造化モデルの構築が重要である。

�　知識情報の構造化

構造化とは、要素と要素の関係
性を明らかにすることであり、その関
係性には、階層性、因果性、関連性、
種似性など様 な々種類がある。目的
とする知識情報の構造化に応じて
相応しい関係性に着目し、組織内
に散在する膨大な知識情報を関係
づけ、その全体像を把握することに
より、知識情報を知的価値、経済
的価値、社会的価値、文化的価値
に結びつけることが可能となる。こ
の知識情報の構造化を実現する手
法例（概要）を次項に述べる。

3　�知識情報の構造化手法例
（概要）

知識情報の構造化の実現例と
して、自然言語処理技術を援用
するとともに、知的方法論の体
系化手法を用いて構築する知識
情報の構造化とネットワーク型
知識基盤の構築と知識誘導シ
ステムがある。具体的には、大
量のメタデータを処理するため
に、非巡回有向グラフによる	
RDF（Resource	 Description	
Framework）スキーマを応用す
る。RDFの構造は、主語（subject）
述語（predicate）目的語（object）
の3つの要素でリソースに関する
関係情報を表現するもので、こ
のトリプルはグラフ理論におけ
るグラフで表現するものである。
RDFを利用することにより、リ
ソースに対して構造的なメタデー
タを付加することができ、RDFス
キーマを用いることでリソースの
クラス（rdfs：Class）やリソース
間のプロパティ（rdf：Property）
を定義することができ、さら
に、プロパティの定義域（rdfs：
domain）、値域（rdfs：range）及
びクラスやプロパティの継承（rdfs：
subClassOF，rdfs：subProper-
tyOF）を定義することができ、こ
れらによりリソース間の継承性や
関係性を表現することができる。

4　おわりに

今回は知識情報の構造化の一
手法例（概要）についてふれた
が、このような手法により組織内
の各現場で急増する知識情報を
収集・分析のうえ構造化し知識
統合を図ることにより、知識情
報の効率的管理が実現できるの
みならず、知識情報の有効活用
により新たな知識情報を生み出
すことが可能となる。また、その
協調サイクルの中で個々の活動
の価値が高まる事が期待される。
ゆえに、組織において蓄積され
た知識情報を真に活かすために
知識情報の構造化という概念は
重要であると考え、今後の動向
に期待したい。
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広報最前線		鹿児島会

鹿児島会

今、鹿児島が面白い

九州最南端に位置する鹿児島。
鹿児島と言えば、さくらじま、西
郷どん、温泉、焼酎、黒豚、と連
想される方が多いと思いますが、
時は今、NHK大河ドラマ「篤姫」、
その篤姫ゆかりの地でもあります。

「篤姫」の紹介

篤姫は天保 6（1835）年、今泉島
津家の島津忠剛の長女として生ま
れ、江戸幕府の第 13 代将軍、徳
川家定の正室となった女性です。
しかし嫁いで、約一年半後に夫を
亡くし、篤姫は、若くして未亡人
になり、仏門に入り、名を天璋院
と改めました。その後、篤姫は14
代将軍徳川家茂の御台所となった
和宮と共に大奥を束ね、明治維新
の動乱期には、新政府軍に働きか
け、江戸城無血開城及び徳川家存
続のために尽力しました。その後
は、徳川宗家を継いだ徳川家達の
養育に力を注ぎました。幕末から
明治にかけて動乱の中、最後まで
自分の正しいと信じる道を、まっ
すぐに強く生き抜いた、薩摩の心
を持ち続けた女性でありました。

篤姫に興味のあられる方！！ぜひこ
の機会に、鹿児島におじゃったもんせ！
雄大な桜島を望みながら、温泉

に浸かり、うんまか黒豚料理に舌
鼓を打ち、焼酎を嗜むのも、乙な

もんでごわす。

離島をかかえる鹿児島会は、会
報が重要！

会員数、318 名。その会員の約
半数が鹿児島市を中心とする鹿児
島支部に所属し、あと半数が離島
を含む他の支部で占めています。
遠方の会員が多いため、総会は、
代議員制であり、県会の会員を一
堂に会した集まりは、私の知る範
囲内では経験がありません。その
ために、会員向けの広報活動が、
いかに大切なものであるかは言う
までもありません。

「会報かごしま」は、年に 2回の
発行で、内容としては、県会の各
部便り、勉強コーナー、会員のひ
ろば、各支部の情報、新入会員の
紹介、年男年女特集、境界問題相
談センター、公嘱協会、政治連盟
などなど、各方面から寄稿頂いた
ものを編集しております。会報を
見て頂きますと、鹿児島の土地家
屋調査士に関する情報が広範囲に
わたって記載されているのが、お
解りいただけると思います。
県会の財政が苦しい中、委員会

を開催するのに費用がかかるとのこ
とで、限られた委員だけで委員会
を開催致しております。そうすると、
意見が偏りはしないだろうかという
ジレンマに陥りながら、会報の編
集を行っています。しかし、より多

くの情報を会員に提供するために、
我々は、努力を重ねております。

鹿児島の郷
ごじゅう

中教育

鹿児島の、良き伝統の一つに、
郷中教育なる、士族の子弟教育が
あります。郷中教育とは、徹底し
た自主教育が特徴であり、藩士の
家格に上下の差はあっても、この
制度の下では、全く平等の中で教
育が行われました。
この教育の特徴的なものの一つ
に、年上、年下に関らず、同じ目線
で討議できるところにありました。
そうすることにより、他人の意見に
耳を傾け、いろいろな討議を介して、
思考判断することが学べるのです。

春の桜島

会員研修会
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この郷中教育の伝統を生かし、
鹿児島会には、入会間もない会員、
または経験の浅い会員、筆界特定
委員、境界問題相談センターの相
談委員等を対象とした、複数の自主
勉強会が立ち上げられ、業務の内
容や問題点についてはもちろんのこ
と、これからの土地家屋調査士制
度についてなどなど、いろいろな観
点から研鑽、議論を重ねています。
平日の夕方や、休日になると、

各勉強会には、遠方からも会員が
駆けつけ、夜遅くまで古びた司調
センタービルから、討論の声が聞
こえてきます。これも地道な広報
活動ではないでしょうか。

ボランティア活動を通しての広報

土地家屋調査士の知名度、およ
び業務の明確な内容が、国民に余
り理解されていない事実から目を
背けることなく、外部へ地道に、
広報活動をやっていくことが、基
本だと考えます。
年間の広報活動として、「法の日」

の新聞広告、テレビのスポットな
どを通してのアピール、パンフレ

ット等による告知、ボ
ランティア活動等、方
法はいろいろあります。
たとえば、ボランテ

ィア活動では、社会奉
仕活動として清掃活動。
地域のお祭りやイベン
トなどへの参画・協力。
鹿児島会ならではの、

奉仕活動の一つですが、
一昨年より、京都大学
の地震観測所との共同
活動で、活火山である
桜島の噴火活動に伴
う、地殻変動の観測を、
GPS等を利用して行い
ました。これは、会員
が専門分野を生かした、
特色あるボランティア活
動でもあり、自然の驚異
的な変動を、肌で感じな
がらの体験型広報活動であります。
この活動は、地元新聞紙面でも
報道され、土地家屋調査士の貢献
が高く評価され、地域に密着した
広報活動の一つであると思います。

広報委員会奮闘記

広報委員会で、いつものことで
はありますが、これがベストだと
いうものを経験、体感することな
く、もどかしさを感じることがあ
ります。昨年、九州ブロック協議
会で単位会の広報部長さん方の活
動や方策を、全て実践してみたい
と感じたのは、私だけでしょう

か？しかしながら、ゴールのない
道のりだからこそ、やりがいのあ
る活動であるのも事実です。広報
活動を行う中で、よく費用対効果
のことを問われますが、どこかに、
何か良い方策がある筈だと信じ
て、会員の皆様と一緒に広報活動
に、努めていきたいと思います。

最後に、会員の一人一人の自覚
と言動こそが、最大で、最強の、
広報活動であることを信じて。

	 鹿児島県土地家屋調査士会
	 広報部長　福﨑秀一

自主勉強会

「法の日」新聞広告

TV-CM原稿
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R
eport

会長レポート

会 長 	
レポート
2月16日～3月15日

2月16日
名嘉文芳氏黄綬褒章受章祝賀会
昨秋の褒章に際し沖縄県土地家屋調査士会元会長
の名嘉文芳氏が黄綬褒章受章の栄に浴された。こ
の日午後から那覇市内のホテルで宮城朝光会長は
じめ沖縄県土地家屋調査士会の皆さんが発起人と
なって受章祝賀会が催された。沖縄県下の地籍・
地図・境界については、県土がかつての大戦の戦
場となったこと、その後のアメリカによる占領の歴史、
米軍基地の地籍の問題等により、他県とは異なる
様々な問題を内包し、沖縄県土地家屋調査士会に
ついても本土復帰前の昭和 40 年に設立された琉球
土地建物調査士会を母体にしているが、日調連の
構成員となったのは本土復帰後という経過がある。
名嘉氏は平成元年に調査士会理事に就任、同 17
年に会長職を退かれるまで、様々な施策を通じて沖
縄会の発展と調査士制度の充実に力を尽くされた
方。おめでとうございます。

18日
第11回　21世紀問題懇話会セミナー
自由民主党調査士議員連盟幹事長として土地家
屋調査士の制度充実にご尽力をいただいている元
内閣官房長官・塩崎恭久衆議院議員が主宰する
セミナーが都内のホテルで開催され出席。こ
の日はジャーナリストの田原総一朗氏の基
調講演と塩崎先生と田原先生の討論会が企画され、
勉強させていただいた。瀬口専務ほか同席。

19日
連合会事務局で会務

20日
正副会長会議　ほか
午後から各副会長、専務、常務、関根・大場・山
田の各常任理事と平成 20 年度の事業計画案と計
画に伴う予算案について協議。
終了後国会関係者と意見交換会。

21日
第 9 回常任理事会
午前中、予算案、事業計画案についての調整を行う。
また、顕彰審査会を開催し、褒章・叙勲の被推薦
者を審査。

21～22日
第 6 回理事会
年度末を控え、19 年度事業の進捗状況の整理、事
業予算の執行状況の確認と、20 年度事業計画案・
予算案について審議。21日は午後7時まで延会し
て熱心な討議が続けられた。又前日の顕彰審査会
で褒章・叙勲の被推薦者とすることを内定した方々
についての審査結果を承認。現在大詰めに来てい
る登記基準点の制度化やCPDの取り組みについて
も活発な意見が交わされた。

25日
大阪会　名誉役員会
名誉役員を拝命している大阪土地家屋調査士会が
年に一度開催する名誉役員会に出席。市原会長ほ
か役員の皆さんから大阪会の会務運営の現状や課
題についてお聞きした。

27日
不動産登記オンライン申請利用促進協議会（法務省）
昨年夏からオンライン申請の利用を促進するための
方策を検討する自民党オンライン登記申請検討PT
（杉浦正健座長）が同党司法制度調査会に置かれ
た。PTでは、日調連・日司連・日弁連・法務省・
経済界等が参画した検討協議を重ねられたが、そ
の結果として1月15日から申請人の公的個人認証
制度による電子署名や証明書の添付がなくとも書面
を別送方式で提供することなどを骨子とする改善策
が実施されている。この日は、法務省が設置した改
善策の円滑な実施や今後の運用などをフォローアッ
プするための『不動産登記オンライン申請利用促進
協議会』の第 1回会合が法務省講堂で開催された。
各副会長、専務、常務、オンライン申請 PTのみな
さんと共に出席し、議論に参加した。法務省では、
今後この協議会を常設会議とし、権利の登記と表
示の登記のそれぞれの分科会を設置して関係団体
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の意見を中心にさらなる利用促進のための改善を目
指すこととした。

29日
国交省の地籍アドバイザー制度への土地家屋調査
士の登用について、推薦の方法などを瀬口専務と打
ち合わせ。

3月1日
上野義治氏（司法書士）　黄綬褒章受章祝賀会
元日本司法書士会連合会副会長で、私とは事務所
開設前後からの 40 年近くご厚誼いただいている上
野氏が黄綬褒章を受章され祝賀の会が大阪市内の
ホテルで開催され出席。上野氏は全国青年司法書
士会の設立にも参画された方で保岡興治・元法務
大臣、小池信行・民事法務協会長はじめ政界・財界・
法曹界・学者など各界から300人余もの出席があり、
盛大な祝賀会となった。祝辞の機会をいただいたが、
先生と一緒に参加した学会活動としての10 数回に
及ぶ海外調査や阪神淡路大震災の際の専門職能と
しての復興支援活動の場での上野先生のご活躍な
どをお話しさせていただいた。

3日
会務打ち合わせ
午後から事務局で瀬口専務ほかの皆さんと5日か
ら開催の全国ブロック会長会議に関する打ち合わせ
と、国交省の地籍アドバイザー制度への対応につい
て協議。

4日
「境界問題解決支援センター長野」設立記念式典
新幹線で到着した駅前広場のあちらこちらに前夜来
の雪が残る長野市で、4月1日にスタートする予定の
「境界問題解決支援センター長野」の設立記念式典
が開催される。
経済評論家の市川周氏の興味深い基調講演の後、
祝賀会に入ったが、日調連 ADRセンター委員長を
兼ねる小林副会長と共に出席させていただき、長野
センターの設立と運営に関して大変にお世話になっ
た長野県弁護士会の石曽根清晃会長ほかのみなさ
んとも専門家の連携によるADRの意義などについ
て意見交換させていただいた。

東京駅帰着後、構内の喫茶店でマンション学会の
委員の方と担当している論文賞の選考等についての
打ち合わせ。

5日
正副会長会議

5～ 6日
全国ブロック協議会長会同
昨年の秋に引き続き、2回目の全国ブロック協議会
長会同を開催。岡田恒男・北海道、星貞行・東北、
関延之・関東、斉藤忠・中部、安井和男・近畿、
内木重治・中国、山本守・四国（岡田潤一郎会長
が公務重複のため代理出席）、西龍一郎・九州の各
ブロック協議会長の先生方と事業の執行状況、来
年度事業計画、会費改定問題など、現下の連合会
の取り組みや課題について忌憚のない意見を交換さ
せていただいた。大所高所からの厳しいご指摘や
貴重なご示唆を頂き、連合会執行部側の構成員で
ある正副会長、常任理事、専務・常務にとっては教
えられることの多い有意義な2日間であった。

8日
愛媛会「ADRフォーラム」及び認証記念祝賀会出席
本年1月、「境界問題相談センター愛媛」が土地家
屋調査士会の設置するADRとしては大阪センター
に続いて2 番目として、また全国の数多いADRの
中でも8 番目に、ADR法に基づく法務大臣の認証
ADR 機関となった。この日はそれを記念して、愛
媛会（岡田潤一郎会長）が記念のフォーラムと祝賀
会を開催。愛媛会の学術顧問でもある和田直人・
愛媛大学講師をコーディネーターに、和田仁孝・早
稲田大学・大学院教授、上原裕之・東京家庭裁判
所判事はじめ日本のADR界を代表する先生方によ
る基調講演とディスカッションを主軸とした「ADR
フォーラム2008 ――　ADR 認証制度のこれから
を展望する」をテーマにした企画は、タイムリー且、
有意義な内容。市民の参加が多く、単位会の主催
するイベントの中でも出色の感がした。

9日
馬渕良一氏黄綬褒章受章祝賀会
黄綬褒章を受章された馬渕良一氏は連合会の前副
会長であり、岐阜会でも数々の要職を歴任された方。
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この日は馬渕氏の地元である大垣市のホテルで林千
年会長はじめ岐阜県土地家屋調査士会の皆さんの
お世話による祝賀会が開催された。棚橋泰文・衆
議院議員、野田聖子・衆議院議員はじめ国会・県
会の議員先生もたくさん出席され、円満なお人柄と
幅広い活躍をされている馬渕氏らしい楽しい祝賀の
会となった。役員歴が長いこともあって、連合会の現・
元役員も多数招待され、旧交を温める機会にもなっ
た。おめでとうございます。

12日
河井法務副大臣ヒアリング、研修事業に関する打
ち合わせ　ほか
午前　数年来取り組んできたCPD（専門家のため
の継続的研修）に関し、本格運用に向けて諸規則
の整備や運用の細目を協議するため、下川制度対
策本部担当副会長、大星研修事業担当副会長、野
地研修部長ほかのみなさんとの協議会を開催。

午後　河井克行法務副大臣から法曹養成について
の隣接法律専門職団体としての意見を聞きたいとの
要請があり、瀬口専務とともに法務省の副大臣室
に出向。ADRや筆界特定制度への参画など、紛
争解決分野における活動が始まった土地家屋調査
士の現状と、課題と考えていることなどについて30
分程度お話しさせていただいた。
終了後、連合会に戻りCPD関係の協議に再び参加。

13日
自民党オンライン登記申請 PT　ほか
早朝 8 時 30 分から自民党本部で登記オンライン申
請検討PTの会議が開催され、日調連オンライン登
記申請 PTの皆さん、日司連佐藤純通会長ほか司
法書士の先生方と共に出席。私からは連合会のオ
ンライン登記申請への取り組みの現状について報告
させていただいた。

法務省と地図整備関係の意見交換会
午前 10 時から小川秀樹・法務省民事局民事第二
課長、小宮山秀史・同地図企画官、前田幸保・同
補佐官にご出席いただき、法 14 条地図の作成事業
についての今後の方向や当面の施策について意見
交換をさせていただいた。法務省では、登記所備
え付け地図の整備を不動産登記分野における最重

要課題と位置づけ、短期・中期・長期のそれぞれ
の施策の検討を続けておられるが、直近の取り組み
として、地図混乱地域や地図整備を緊急に必要とし
ている地域についてのより綿密な調査を行うとのこ
とであった。土地家屋調査士にとって地図の整備は
日常業務と直結する最大の関心事であり、施策の
基盤となる実態の調査には積極的に参加させてい
ただくことがとても重要なことであることを改めて認
識した。

14日
土地家屋調査士特別研修　集合研修・総合講義
この日から3日間、各地で特別研修の仕上げともい
うべき集合研修と総合講義が各地で開催されてい
る。下川担当副会長ほか担当役員の皆さんと各地
の実施状況を注視。

夕刻　大阪市内のホテルで開催の世耕弘成衆議院
議員（自民党土地家屋調査士制度改革推進議員連
盟事務局長）の政経セミナーを拝聴。懇親会には
安倍晋三・前総理大臣、森喜朗・元総理大臣はじ
め多くの国会議員の先生方のほか、世耕議員と中
学・高校の同級生とのことでノーベル賞に最も近い
学者ともいわれている山中伸弥・京都大学教授もお
祝いのスピーチを述べられるなど、盛会となった。
志野忠司全国土地家屋調査士政治連盟副会長、
世耕先生の地元である和歌山の土地家屋調査士政
治連盟の皆さんはじめ近畿各地からの土地家屋調
査士が多数出席。

15日
宮信宗弘氏　黄綬褒章受章祝賀会
昨秋の褒章に際しては土地家屋調査士として貢献さ
れた方として5 名が受章された。今年に入って、受
賞の祝賀会が各地で開催されているが、この日は元
兵庫県土地家屋調査士会長としてご活躍された宮
信宗弘氏の祝賀会が村上保正会長はじめ兵庫県土
地家屋調査士会の皆さんのお世話で市内のホテル
で開催された。私も大阪会や近畿ブロックでの会
務活動を通じて長らくご厚誼いただいた方で、特に
阪神・淡路大震災の被災地復興支援活動や伊能ウ
オーク事業でご一緒させていただく機会がたくさん
あった。近畿各地からの出席者とともに、お祝いさ
せていただいた。
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日　時� 平成19年9月26日（水）
� 午後 1時～ 5時
場　所� 山口朝日放送（YAB）、
� 中国電力山口支社
日　時� 平成19年10月3日（水）
� 午前 10 時～ 12 時
場　所� �山口放送（KRY）、山口

放送住宅展示場
内　容� 方位盤の設置

今年度より山口会に社会事業部
が新設され当面、業務部と兼任と
いう形で事業を行うことになっ
た。今回、理事会で審議された事
業は、乘川良介政治連盟会長のご
厚意により方位盤の寄贈をしてい

ただいたので、これを利用して調
査士会のPRを行い、また社会貢
献も視野に入れ、方位盤の設置を
することとなった。設置場所は、
公共施設が望ましかったが実績が
ないため、それに準じた公共性が
高い、人のたくさん集まる場所を
選定した。また、設置の了解をと
るため、西本会長、乘川政治連盟
会長にもご尽力していただき実行
が可能になった。方位盤の方位に
ついては、磁北でなく真北とする
こととした。
設置場所は、山口朝日放送（YAB）
は 1階のエレベーター前で、中国
電力山口支社は 1階の中央部で、

山口放送（KRY）は展望室の中
央部で、山口放送住宅展示場は道
路の中間地点に設置した。足を運
ばれた際には、是非ご覧ください。
設置方法は、GPS、光波測距機
を使用し真北方向を測定し設置し
た。この方位盤は、まだ 20 枚程
度残っているので、支部で測量
研修を兼ねて小学校等に設置した
り、表示登記の日などのイベント
に使用したりアイディア次第で、
面白い利用方法が出来ると思うの
で利用されたい支部は、社会事業
部まで、ご一報ください。

ネットワーク 50

山口会・徳島会・東京会・兵庫会

『会報やまぐち』第98号

山口会

「方位盤の設置についての報告」
社会事業部長　　　林　　弘

山口放送（KRY）展望室 山口朝日放送（YAB）

KRY徳山総合住宅展示場 中国電力山口支社

方位盤
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『とくしま地識人』第 102 号

徳島会

「雪とダイコンと地図」
阿南支部　清水　　等

で大会議室を借り切りましたが、
1枚の写真にはとても収まりませ
ん。38mm刻みに南北線を鉛筆で
引き、境界線・地番・廻り分間の
角度距離が記載してありました。
縮尺の記載がないのですが、およ
そ 600 分の 1に当たることがわか
りました。知らせを受けた助役さ
んが「私は役場に 25 年通ってき
たが、このような図面があること
をきょう初めて知った」と言われ
ました。話を聞いた総務課の職員
さんも総出で見学です。そのうち
誰かが「この図面があれば国土調
査は…」と言い出して、ひとしき
り国土調査の話がはずんだもので
す。最後に高石さんが次のことを
言われました。「われわれの先人
が残してくれたこのような貴重な
資料を次の時代にも伝えてゆかん
でないか。町が合併するのも結構
なことだが、それによって貴重な
資料が失われたり、行方がわから
んようになったんでは困る。皆で
して、守ってゆこう」その場で全
員が賛同したのはもちろんです。
それまで湿っていた図面は、この
日乾燥が加えられ、翌日ナフタリ
ンとともに地下室へ戻されたと聞
きました。木頭村が合併して早や
3年になりますが、あの図面は今
どうなっているでしょうね。

栄えある旭日双光章を受章され
た阿南支部の高石さん、おめで
とうございます。今月26日には、
その祝賀会が地元の那賀町でおこ
なわれます。那賀町は平成 17 年
3月、鷲敷町＋相生町＋上那賀町
＋木沢村＋木頭村が合併してでき
た新しい町です。那賀町旧木頭村
での私の体験談をいくつかお話し
します。ある年の暮れに高石事務
所を訪問したときのことです。こ
の頃、私は大先輩の高石さんから
明治の地籍について教えを受けて
いました。阿南を出たときはごく
ふつうの曇り空でしたが、阿瀬比
峠を越えると鷲敷町は小雨、相生
町に入るとみぞれ、上那賀町から
雪になりました。「阿南は雨でも鷲
敷からは雪」とはよく言われるこ
とですが、こんなふうに町ごとに
天候が異なるとは思いもよりませ
ん。上那賀町出合（道を右にとれ
ば木沢村、左は木頭村へと向かう
分かれ道）まで来ると猛烈な吹雪
になってしまいました。何とかな
るだろうと、たかをくくって木頭
村の役場までたどり着きましたが、
これ以上どうにもなりません。ハ
ンドルを離し二本の足で走行しま
したが、いつもと違った道を行く
ので方角がわかりません。くるぶ
しを超すばかりの積雪で、なおも

雪は容赦なく降り続きます。道行
く人もなく、年の暮れに途方に暮
れておりました。そのとき目に飛
び込んだのがある店の灯り。扉を
開いて道を尋ねたところ、店の奥
さんがこころよく出てきてくれま
した。私は、口頭で案内してもら
えるものと思いこんでいましたら、
吹雪の中を先に立って事務所の近
くまで案内してくださったのです。
私は感激しました。これには後日
談があって、事務局でその話をし
たところ清田（旧姓平野）さんに
「それは私の母です。そのようなこ
とを母から聞いたことがあります」
とサラッと言われたので、またビッ
クリ。今年もこんな体験をしまし
た。道ばたでおばあさんが大き
なダイコンを抜いていたので「立
派なダイコンやねー」と言いつつ
通り過ぎたら「よかったら持って
いきー」という声が追いかけてき
て、知らないおばあさんからダイ
コンを頂いてしまいました。さて、
最後は高石さんと1日がかりで探
しだしたある資料の話です。それ
は、役場の地下室で埋もれていた
木頭西宇の明治期の地図です。正
しくは『西宇村下調図』といいま
す。写真のように広げたところ長
辺約 8.8m、短辺約 4.4m の和紙に
描かれています。とても大きいの
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だと思います。
そんなことを酔っぱらいながら
お話ししていると、渋谷の先生に
も昔そんな想いがあったことを聞
かせていただきました。
法務局に保管されている枯れ色
になった地積測量図から、できる
だけ多くの想いを汲み取れるよう
にしたいと自分は思いました。
今では、改正不動産登記法によ
り地積測量図には「基本三角点に
基づく測量成果による筆界点の座
標値」を新たに加えることになり
ました。この記載から一境界点を
一つの座標値で表すようにという
ことなのでしょうか。すると点間
距離は 1ミリ単位で決められてし
まいます。
我々はこの規則に従って業務を
行っていかなければなりません。
そうすると一つの境界点にどんな
座標値を与えればよいか、悩むこ
とになるでしょう。
さて、これから法務局に保管し
てもらう我々の地積測量図は、数
十年後どんなふうに解釈してもら
えるのでしょうか。

土地家屋調査士法（職責）第二
条「土地家屋調査士は、常に品位
を保持し、業務に関する法令及び
実務に精通し、公正かつ誠実に業
務を行わなければならない。」
法律は、それを守ることができ

ないから、文書にして記録してお
くことにしたのでしょうか。
そうだとすると、この第二条が

施行されるまでの土地家屋調査士
は「気高さや上品さを、いつも保
ち続けることはできていない。」
また、「業務に関する法律や命令
について詳しく知らないし、具体
的な仕事を要領よくこなすことが
できない。」そして、「公平で偏ら
ず、私利私欲を交えず、真心を持っ
て業務を行っていない。」と思わ
れていたから第二条のような規則
ができたのでしょうか。

そんなことをふと思った一年も
あと 1 ヶ月となった 12 月 1 日、
渋谷・目黒支部恒例の合同旅行へ
出発しました。天気は快晴で暖か
く、車窓から見える紅葉はちょっ
と遅かったかも知れないけれど、
鬼怒川の空気は澄んでいて、東京
でホコリまみれになって業務を
行っていたことを忘れさせてくれ
ました。
温泉につかった後、美味しい空

気の中で腹いっぱい食べ、心地よ
く酔いながら、渋谷支部の先生と
地積測量図についてのお話しにな
りました。
自分が調査した、昭和 39 年作
製のある地積測量図の二点間の距
離が 10.000 と書かれていました。
その隣接地の平成の初めに作製さ
れた地積測量図の同じ部分には
18.18 と書かれていました。43 年
前の土地家屋調査士はなぜ小数点
以下第三位まで記載したのでしょ
うか。地積測量図が法務局に納め
られるまでの間に、依頼人とその
関係者の間に 10.000 と記載しな
ければならない理由が生じたので
しょうか。
平成 17 年 3 月 7 日に不動産登
記法が改正されるまでの地積測量
図には「地積及ビ求積ノ方法ヲ記
載シタルモノナルコトヲ要ス」と
「筆界ニ境界標アルトキハ之ヲ（中
略）記載スベシ」という規則でし
た。その当時は、点間距離は記載
事項ではなかったのです。それな
のに作製者はあえて点間距離を
10.000 と記載しました。
墨を使って表した「点」と「線」
と「数字」。そこには、それで表
しきれなかったいくつもの作製者
の想いがあり、数十年後の我々に
その想いが伝わることを願ったの

『とうきょう』第 572 号

東京会

「10間は18.1818メートル」
目黒支部会報協力員　三浦　清美
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世界遺産候補地

錦帯橋と岩国の町割りと土地家屋調査士

立ち寄った小さな街の景色がい
つまでも心に残ることがありま
す。吉備路を散策したときの日没
時の国分寺五重の塔、奈良明日香
村の森と民家の遠望、早朝の小樽
運河の雪景色等忘れがたいもので
す。あまり近くにあるので、時と
してその素晴らしさを忘れそうに
なりますが、私の郷里の錦帯橋は、
現存する木造橋で世界最長の橋脚
のない「アーチ橋」で、世界に類
のない、世界唯一と言ってよい日
本の宝です。

錦帯橋と調査士会

山口県土地家屋調査士会では、
平成 14 年に、県内各支部会員、
補助者並びにその家族ら約 120
人が参加して、錦帯橋を中心とし
た郷土の歴史と文化を学ぶ「史跡
巡り」を開催しました。（平成 14
年連合会報 11 月号をご覧くださ
い。）
今回は、単に木造建築物として

錦帯橋と岩国の町割りと 
土地家屋調査士
山口県土地家屋調査士会　　浦井　義明

の錦帯橋のみ
ではなく、錦
帯橋を中心に
して周辺エリ
アの町並を含
めて世界文化
遺産の登録を
目指している
「錦帯橋と岩
国の町割り」
を紹介しま
す。

世界文化遺産

錦帯橋の名の由来は、明の帰化
僧独

どく

立
りゅう

の故郷杭州（現在の中国浙
江省）の西湖にある石橋の情景が、
あたかも錦の帯のような美しい風
景で「錦帯」と呼ばれているのに
肖って名付けられたと言われてい
ます。
世界文化遺産登録へ向けて、錦

帯橋の持つ最大の価値は、その「用
と美」が極限まで追求され兼ね備わ
っているところにあると思います。
洪水時の激流を考慮して、4つ
の橋台の形は微調整をして、それ
ぞれ同じではありません。釘を 1
本も使っていないので、橋の真ん
中の部材を抜くと（戦略上）橋全
体が崩れ落ちるように組み立てら
れているといわれ、また反り上が
った固くなった焼き餅は上から押
しても相当の強度があるので、こ
れをヒントに反り橋の設計がなさ
れたという俗説もあります。

最初の橋は、翌年洪水で流失し
1674 年に再建の普請が始まりま
した。以後流出や破損の都度、築
造や補強技術、用材確保のための
植林、部材の再利用等工夫を凝ら
し、創建以来 350 年間定期的な
掛け替え工事を行い、架橋技術が
現在に伝承されています。
その複雑な工程を橋の下の河原
から見ることができますが、上流
に堤防がなかった時代の地震や台
風、洪水に耐える頑強な構造に目
を見張ります。また連続する木組
みの様は芸術的とさえ言え、何時
見ても橋の完成された美しさに圧
倒されます。数百年人間の手が入
っていない自然林のお城山を背景
に、春には桜を透かしてはんなり
と、夏は清流の中にくっきりと、
秋はお城山の紅葉を背にあでやか
に、冬は一面銀世界の中に森閑と
して存在しています。
それからもう一つ、私のお薦め
の錦帯橋の鑑賞法は、毎年 6月か

山口県土地家屋調査士会の幟とともに渡橋
する山口会会員

錦帯橋を世界遺産に
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ら8月まで、錦帯橋上流の錦川で、
夏の風物詩、約 370 年前を起源と
する伝統漁法「鵜飼い」が行われ
ていますが、是非鵜飼舟に乗って
みてください。うっすらと靄がか
かった夜、かがり火に照らされた
錦帯橋が河面から浮き上がったよ
うに現れる様は幽玄なことこの上
なく、その美しいこと。必見です。
誠に、橋としての機能と姿の美

しさが備わった他にない希有な建
造物であります。

城下町の造営と錦帯橋

次に岩国の町割りを紹介します。
町割りというのは今で云えば区画
整理、用途地域の指定と考えてく
ださい。岩国市は、気象条件が大
変よいところです。ロープウエー
でお城山に登れば、錦川に架かる
錦帯橋をはじめ岩国市街、遠くは
広大な敷地の米軍基地、遙か向こ
うに瀬戸内海の小島も見渡せます。
岩国藩主吉川広嘉は、関ヶ原の

戦いでは西軍毛利元就側につきま
した。慶長 5 年（1600 年）吉川
は密かに、藩の将来と臣民のため、
徳川方と和議を結びました。錦帯
橋付近の町割りは、横山地区と錦
見地区で、戦国時代の名残を色濃
く留めた城下町を形成していま
す。両地区を結ぶためには、洪水 でも流れない、半永久的な架橋が

必要であり切望されていました。
横山地区は、北に山頂岩国城が
位置し、その麓に上級武士が居住
する地区です。地区内には、武家
屋敷、岩国藩家老門、吉川家の墓
所等々があり、現在は吉香公園と
してお堀が巡る閑静な処となって
います。錦川は県内最大の河川で
戦略上、天然の外堀の機能をもっ

ていたのです。
錦見地区は、錦川を見る地区と
も解せます。中、下級武士が居住
し、鍛冶屋町、魚町、鉄砲町等の
町名があり活況を呈した商人の町
です。昔の町屋など伝統的建物群
がある錦見地区から錦帯橋に至る
道は大名小路ともいいます。
錦帯橋は、城門橋としての機能
と、上級武士の住む横山地区、下お城山岩国城から見た錦帯橋

 - 1 -

コアゾーン及びバッファゾーン位置図
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岩国支部長は、錦帯橋の河原で、
歴史的に価値のある本物の火縄銃
を担いで、歴史絵巻のような鎧に
身を包み、火縄銃を大音響ととも
に発砲して観光客を楽しませてい
ます。春には錦帯橋の上流で、針
に餌を付けずに鮎を引っかける
「鮎かけ」に勤しんでいます。自
分で食することはなく、その合間
には日本古来の篠笛を川面に響き
渡らせています。
地元の観光ボランティア団体岩

国厳流会に属している浦井義明は、
長髪をチョンマゲに結い、袴姿の和
装で時には大小刀を腰に差し、錦
帯橋に出没しています。橋上では、
錦帯橋に関する江戸時代初期の想
像図、髷姿の商人が写っている明
治初期の写真から、「流失しない橋」
として築造された錦帯橋が、昭和
25年のキジア台風で流失するまで
の貴重な写真集数百枚を紙（写真）
芝居にして、行き交う観光客に錦
帯橋の由来から説明しております。
錦帯橋の桜で燻した女竹で自作の
篠笛を奏でながら。
この夏、岩国に来られましたら、
世界遺産登録に向けて精力的にボ
ランティア活動している土地家屋調
査士に遭遇できるかもしれません。

級武士並びに商人の町錦見地区を
結ぶ生活道でもありました。

世界文化遺産への道のり

以上紹介させて頂いた「錦帯橋
と岩国の町割り」を、岩国市では
官民挙げて世界遺産へと運動して
います。世界遺産の中には、保護
してゆかなければならない遺産と
して遺跡そのものだけが登録され
ているものと、例えば、イタリア
のフェレンツエ歴史地区、イギリ
スエディンバラの旧市街、白川郷・
五箇山の合掌造り集落など、遺跡
や歴史的建造物とともにその周囲
の町並みを世界遺産に登録してい
る処も少なくありません。日本の
文化遺産は、木造建築が中心で全
登録数に対する木造建築の割合は

世界屈指です。寺院とは違う、木
造橋を中心とした歴史的街区とし
て是非登録されたく思います。
登録への道のりはなかなか険し
いものです。私見を申しあげると、
改善するところが多々あります。
私たちは忙しく、世界遺産などの
観光地に直ちに行けるような利便
性を云々しますが、求めるものは
少し苦労してたどり着かないと本
当の邂逅にはなりません。山に登
る人、八十八箇所を巡る人、辿り
着いたときの感激はその労苦に比
例します。そういう意味では、橋
のすぐたもとにバス停やタクシー
乗り場があるのは興ざめで、高齢
者や身障者に配慮しなければいけ
ませんが、もう少し工夫があっ
てよいのではないかと考えます。
町割りの小路を散策していると、
徐々に心が日常の雑事から解放さ
れ、江戸の昔にタイムスリップし
たかのような気持ちになってゆき
ます。しばらくして目の前に錦帯
橋の全景が現れると、皆一様に感
嘆するのではないでしょうか。

錦帯橋世界文化遺産へ会員の活躍

岩国藩鉄砲隊に属する中島順一

借景岩国城と幟を立てて着物姿で行進する
山口会員
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2 月 16日～ 3月 16日会 誌日務

会務日誌

2 月
20日
第 4回広報部会（全体会議）
＜協議事項＞
1．平成 20年度広報部事業計画（案）及び予算（案）
について

2．平成 20 年度広報部事業について
3．「地理空間情報フォーラム 2008」について
4．会報について
5．後継者育成事業について
6．その他
7．次回会議の日程について

21 日
第 9回常任理事会
＜協議事項＞
1．予算の流用について
2．平成 20年度事業方針大綱（案）並びに各部事業
計画（案）及び同予算（案）について

3．平成 19年度第 2回全国ブロック協議会長会同
の対応について

4．その他

21 ～ 22日
第 6回理事会
＜審議事項＞
1．平成 20 年秋の叙勲、黄綬褒章受章候補者の推
薦について

2．戸籍謄本等職務上請求書取扱管理規程モデル
及び連合会情報公開に関する規則の一部改正
について

3．日調連会則施行規則の一部改正（案）について
4．日調連会則の一部改正（案）について
5．予算の流用について
＜協議事項＞
1．連合会会費の改定について
2．土地家屋調査士会館賃貸借契約と予算措置に
ついて

3．平成 20年度事業方針大綱（案）並びに各部事業
計画（案）及び同予算（案）について

4．平成 19年度第 2回全国ブロック協議会長会同
の対応について

5．その他

第 6回理事会業務監査

22 日
第 6回財務部会
＜協議事項＞
1．平成 20年度連合会一般会計予算（案）及び特別
会計予算（案）について

2．連合会会費改定の検討について

3．海外旅費規程について
4．その他

26 ～ 27日
第 6回研修部会
＜協議事項＞
1．平成 19 年度事業の執行状況について
2．平成 20年度への継続事業及び事業執行計画につ
いて

3．第 4回土地家屋調査士特別研修について
4．その他

29 日
筆界特定制度対応PT（第 2次筆特PT）
＜協議事項＞
筆界特定制度改善に向けた具体的な推進策について

3 月
5～ 6日
平成 19 年度第 2回ブロック協議会長会同
＜協議事項＞
1．平成 20 年度事業方針大綱（案）について
2．	平成20年度事業計画（案）及び同予算（案）について
3．第 65 回定時総会提出議案等について
4．その他、意見交換

10 日
第 7回広報部編集会議（電子会議）
＜協議事項＞
1．会報について
2．その他
3．次回会議の日程について

11 ～ 12日
平成 19 年度一般会計及び特別会計の年度末監査会

11 ～ 12日
第 2回共済会幹事会
＜協議議題＞
1．平成 19 年度共済会の予算執行状況について
2．平成 20 年度の共済会事業について

14 ～ 16日
第 3回土地家屋調査士特別研修	集合研修・総合講義
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登録者は次のとおりです。

平成 20 年 2月 	 1 日付
東京	 7481	栗田　宗広	 東京	 7482	西　　寿恵
神奈川	2793	溝呂木嘉彦	 神奈川	2794	初瀬　　圭
神奈川	2795	平田　義昭	 埼玉	 2404	岩田　幸子
埼玉	 2405	林　　武志	 埼玉	 2406	尾上　一吉
埼玉	 2407	木村裕一郎	 埼玉	 2408	青木　将人
千葉	 2025	田中　聡明	 茨城	 1380	坂本　親信
栃木	 874	山野邉義光	 栃木	 875	三瓶　尊敏
静岡	 1649	市川　貴規	 静岡	 1650	園田　稔広
長野	 2528	立野　裕紀	 新潟	 2139	青栁　　潤
大阪	 3021	島田　勝司	 大阪	 3022	谷原　　誠
大阪	 3023	大野いくみ	 京都	 791	清水　建宏
奈良	 395	中窪　祥文	 奈良	 396	藤田　利幸
愛知	 2662	稲 　貴文	 岐阜	 1182	中井　征樹
岐阜	 1183	安藤　一也	 富山	 482	澤田　　健
福岡	 2128	林　　英治	 福岡	 2129	白水　卓治
長崎	 752	田川　　康	 熊本	 1149	水野慎太郎
鹿児島	1007	迫田　圭介	 鹿児島	1008	榮 　　充
福島	 1430	坂本　洋一	 岩手	 1113	佐々木敦之
香川	 672	川田　義行
平成 20 年 2月 12 日付

東京	 7483	鎌田　　誠	 東京	 7484	山田　高志
神奈川	2796	工藤　　剛	 埼玉	 2409	浅井　　健
埼玉	 2410	松野　茂樹	 千葉	 2027	塚本健太郎
千葉	 2028	星澤　正幸	 茨城	 1381	寺内　良征
群馬	 981	⻆田　卓也	 静岡	 1651	山田　泰広
京都	 792	山﨑　春樹	 愛知	 2663	田中　友浩
岐阜	 1184	野原　恒雄	 山口	 923	吉村　憲和
山口	 924	藤井　充弘	 岡山	 1321	中野　哲理
岩手	 1114	池元　倫雄
平成 20 年 2月 20 日付

東京	 7485	榎林　年洋	 東京	 7486	吉田　　清
埼玉	 2411	木村　央昌	 埼玉	 2412	髙橋　　輝
新潟	 2140	髙野　信平	 京都	 793	波多野善士
秋田	 1011	加藤　巧寛	 香川	 673	山上　武志

土地家屋調査士名簿の登録関係

土地家屋調査士名簿の登録関係

登録取消し者は次のとおりです。

平成 19 年 12 月 14 日付	東京	 3048	清原　善彦
平成 19 年 12 月 15 日付	東京	 1045	小池　一雄
平成 19 年 12 月 17 日付	和歌山	 66	松尾　昌芳
平成 19 年 12 月 26 日付	三重	 520	鈴木　　穣
平成 19 年 12 月 29 日付	青森	 174	澤口新太郎
平成 20 年 	 1 月 	 3 日付	千葉	 1850	坂本　圓平
平成 20 年 	 1 月 	 4 日付	岡山	 466	高山　高徳
平成 20 年 	 1 月 	 6 日付	函館	 167	古仲　敏夫
平成 20 年 	 1 月 19 日付	東京	 4210	小菅　　武
平成 20 年 	 2 月 	 1 日付
神奈川	2404	市川　岩美	 静岡	 991	大橋　英夫
長野	 2248	両角　勝宣	 大阪	 1499	南野　忠夫
大阪	 1693	小林　健敏	 大阪	 1978	島田　淳二
兵庫	 1253	辻　　勝文	 兵庫	 1889	横山誠二郎
岐阜	 684	富樫孝次郎	 熊本	 1028	平井　隆二
宮崎	 529	友井　唯光	 福島	 1019	吉原　勝次
平成 20 年 	 2 月 12 日付
神奈川	1470	林　富士雄	 長野	 2507	髙橋　昭吾
新潟	 444	髙橋　常利	 石川	 168	西盛　秀二
石川	 513	向江　民部	 広島	 1270	金盛　輝正
熊本	 868	福岡　修司	 鹿児島	 287	迫　　哲郎
福島	 1110	渡辺　五郎	 香川	 393	宮嶋　昭八
高知	 521	高田　　禎
平成 20 年 	 2 月 20 日付
東京	 2370	吉澤　三郎	 新潟	 498	布施　重雄
大阪	 27	横山　　進	 大阪	 1078	沼間　　一
大分	 457	増田　君子	 熊本	 825	鎌田　壮平
宮城	 483	及川　德雄
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ブロック新人研修修了者
平成19年度近畿・九州・四国ブロック協議会新人研修の修了者は以下のとお
りです。

ブロック新人研修修了者

近畿ブロック

告知板

近畿ブロック協議会（75名）

大阪会（32名） 兵庫会（16 名）
今 西 　 　 幹 松 島 　 秀 訓 一 井 　 陽 介 床 次 　 美 幸
榊 原 　 利 雄 管 　 　 美 幸 橋 詰 　 辰 雄 荒 川 　 修 介
佐 藤 　 秀 樹 伊 藤 　 友 輔 園 　 健 二 上 田 真 之 介
板 東 　 憲 司 梅 本 　 秀 晴 藤 井 　 精 一 田 中 　 　 明
白 石 　 勇 二 北 﨑 　 直 光 岸 田 　 智 樹 梅 田 　 幸 秀
下 農 　 淳 也 勝 谷 　 成 敦 木 田 　 裕 敏 丹 田 　 信 行
服 部 　 泰 徳 宇 都 宮 元 太 水 口 　 一 郎 宮 川 　 王 音
吉 岡 　 　 誠 田 中 　 伸 樹 中 野 　 将 生 管 村 　 謙 一
堀 　 　 忠 幸 小 田 　 　 靖
丸 山 　 潤 司 稲 井 　 和 彦 奈良会（8名）
福 本 　 恒 久 山 本 　 泰 光 緒 方 　 　 潤 津 田 　 久 士
坂 田 　 幸 一 八 幡 　 憲 一 麓 　 　 昌 治 冨 井 　 克 也
松 村 　 　 司 後 藤 　 恭 平 竹 田 　 年 男 杉 田 　 育 香
江 川 　 秀 樹 中 川 　 正 幸 中 窪 　 祥 文 藤 田 　 利 幸
前 田 　 　 悟 島 田 　 勝 司
谷 原 　 　 誠 大 野 い く み 滋賀会（4名）

近 藤 　 隆 史 大 隅 　 裕 也
京都会（12名） 髙 田 　 裕 也 西 崎 　 　 彰

三 方 　 　 学 中 川 　 真 一
一 石 　 和 成 牛 田 　 真 弓 和歌山会（3名）
寺 田 　 岳 史 上 茶 谷 拓 平 坂 本 　 守 生 榎 　 　 雅 弘
秋 田 　 朋 德 築 山 　 正 人 福 本 　 和 哉
小 森 　 　 彰 酒 井 　 規 宏
西 川 　 亜 紀 小 牧 　 　 弘 （順不同・敬称略）

九州ブロック協議会（50名）

福岡会（13名） 熊本会（10 名）
冨 田 　 浩 之 石 川 　 歳 久 布 田 　 　 俊 松 村 　 充 晃
鬼 塚 　 雅 直 野 田 　 宏 明 原 田 　 朋 秀 水 野 慎 太 郎
高 澤 　 雄 二 川 口 　 敏 男 松 下 伸 一 郎 大 窪 　 栄 一
林 　 　 英 治 菊 谷 　 　 龍 丸 山 　 博 之 高 松 　 浩 司
竹 下 　 佳 宏 田 中 　 貴 之 端 田 　 俊 彦 木 下 　 裕 郎
原 　 　 廣 行 小 栁 　 　 旭
久 保 　 君 之 鹿児島会（7名）

下 園 　 浩 純 池 田 　 拓 志
佐賀会（3名） 迫 田 　 圭 介 林 　 健 太 郎

吉 田 　 尚 治 久 米 　 貴 之 小 牟 田 秀 郎 中 野 　 　 篤
井 上 　 　 浩 岩 元 　 成 彦

長崎会（5名） 宮崎会（4名）
宮 崎 　 龍 信 末 永 　 　 彰 森 　 　 　 透 畑 中 	 	 和 彦
田 川 　 　 康 川 崎 　 　 守 氏 益 	 	 裕 治 池 田 　 良 一
船 津 　 　 学

沖縄会（1名）
大分会（7名） 仲 井 間 慎 也

井 上 　 　 誠 重 石 　 光 將
川 合 　 達 也 友 弘 　 員 弘
河 室 　 京 治 廣 田 　 陽 祐 （順不同・敬称略）
武 良 　 北 斗
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四国ブロック協議会（24名）

香川会（7名） 高知会（2名）
冨 岡 　 計 孝 服 部 　 　 勲 前 田 　 正 利 今 久 保 　 満
松 田 　 直 樹 松 原 　 秀 吉
宮 本 　 浩 志 榊 　 　 正 人 愛媛会（9名）
川 田 　 義 行 松 下 　 勇 三 浜 田 　 佳 紀

都 築 　 浩 平 守 屋 　 公 平
徳島会（6名） 宮 岡 　 宏 太 萬 代 　 　 毅

奥 谷 　 直 也 加 古 　 仁 志 楠 　 　 憲 一 井 手 　 常 生
中 川 　 義 之 披 田 　 　 準 松 岡 　 　 徹
舩 越 由 紀 子 吉 田 　 　 浩

（順不同・敬称略）

LOOK	NOW

「平成 19 年度第 2回全国ブロック協議会長会同」開催

「平成19年度第�回全国ブロッ
ク協議会長会同」開催

平成20年3月5日（水）、6日（木）、
日調連会議室において、全国8ブ
ロック協議会会長が一堂に会し、
平成19年度第2回全国ブロック協
議会長会同が開催されました。
平成19年度事業の執行状況の報

告が行われた後、平成20年度の事
業方針大綱（案）について松岡連合
会会長から説明がなされました。引
き続き、平成20年度事業計画（案）
及び予算（案）、の第65回定時総会
に提出予定の会費の改定等の議案
について説明が行われ、現下の連
合会の取り組みや課題について活
発な意見交換がなされました。

出　席　者：
＜各ブロック協議会出席者＞
関東ブロック協議会　関　　延之会長	 近畿ブロック協議会　安井　和男会長
中部ブロック協議会　斉藤　　忠会長	 中国ブロック協議会　内木　重治会長
九州ブロック協議会　西　龍一郎会長	 東北ブロック協議会　星　　貞行会長
北海道ブロック協議会　岡田　恒男会長	 四国ブロック協議会　山本　守副会長
	 	 	 ※（岡田潤一郎会長代理）
＜連合会役員出席者＞
松岡	直武会長、下川	健策・横山	一夫・大星	正嗣・小林	庄次各副会長、瀬口	潤
二専務理事、竹谷	喜文常務理事、関根	一三・大場	英彦・國吉	正和・野地	良宏・
藤木	政和各常任理事
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　【速報】理事会・ブロック会長会議開かれる

全国の公嘱協会を取巻く情勢の大きな変化に対応
するため、当初予定されていた理事会にあわせ、ブ
ロック会長会議が急遽開催されました。

＜第 5回理事会：2月 27 日～ 28 日＞
鈴木会長が冒頭の挨拶において、ブロック会長会

議を急遽開催することになった経緯について、今年
12 月 1 日より実施される公益法人制度改革を目の
前にして、全国の公嘱協会の在りよう、それに伴う
全公連の在りようについて、平成 20 年度の方針を
策定する上において、各ブロック協議会の意見の集
約、活動の再確認を行いたいとの説明がありました。
当日は、日調連の大星副会長、瀬口専務理事のご

臨席を頂き、報告事項及び協議事項に基づき、平成
19 年度の活動確認並びに平成 20 年度活動方針案
等、慎重な審議を行いました。
報告事項
①関東ブロック協議会との打合せについて
②全公連顧問議員への要望事項について
③日調連との打合会について
④業務推進委員会の活動状況について
特に注目すべきは、全公連の活動・組織を根本的に
改革する必要があるとの提言書を受け、去年11月29
日と本年1月17日に行われた関東ブロック協議会との
打合会について、真摯な議論が行われたところです。
協議事項
①平成 19 年度事業経過報告について
②ブロック会長会議の開催について
③	関東ブロック協議会からの提言書の取り扱いに
ついて
④公益法人制度改革に伴う移行について
⑤全公連の今後の方向性について
⑥平成 20 年度事業計画基本方針案について
⑦平成 20 年度一般会計収支予算案について
以上の協議事項は、項目ごとに協議しても全ての

案件が輻輳的に関連し合うことから再検討が必要と
なる事項も多くなったが、関係理事からの詳細な状
況報告、意見開示を求めつつ、非常に活発な協議が
行われました。
なお、全体を通して注目すべき項目は、各協会の

Vol.71公嘱協会情報
全国公共嘱託登記土地家屋調査士協会連絡協議会

公嘱協会情報　Vol.71

これからを踏まえた全公連の在り方を早急に根本的
かつ具体的に示していく必要があることについて、
出席者全員の認識が一致しました。
また、理事会前日に内閣府公益認定等委員会より

提示された「公益認定等に関する運用について（公
益認定等ガイドライン）（案）」への対応は、先に示
された法令とあわせ、全公連において早急な検討が
必要であることから、平成 20 年度の重要課題とな
ることを確認するとともに、臨席された日調連大星
副会長に対しては、日調連内部設置のプロジェクト
チームでの検討と協力をお願いしました。

＜ブロック会長会議：2月 28 日＞
理事会を受けたブロック会長会議は、8 名のブ

ロック会長に加え、全公連理事の出席の下に開催さ
れ、ブロック会長会議直前まで行われていた理事会
で意見集約された事項の報告と次の検討課題につい
て積極的な討論を行いました。
①報告事項
②全公連組織改革素案の検討
③	公益法人制度改革関連三法の施行に伴う対応等
について
④平成 20 年度事業計画骨子案について
⑤各種業務への取組みと組織運営について
⑥意見交換
なお、協議事項の中で特に議論された問題が、全

公連組織改革素案と公益法人制度改革関連三法の施
行に伴う内容でした。これらの問題について各ブ
ロックの全公連への期待が大きいことは共通してい
るのですが、方向性については各ブロックの特性
による多少の相違があり、各協会の期待に対し限ら
れた資源の中で重厚な対応が求められていることか
ら、全公連の事業計画は、特に公益法人制度改革関
連三法の施行策等、重要事項への積極的な対応を行
う必要を実感いたしました。
理事会と同様、協議案件は輻輳的に関連があるた

め、積極的な意見交換が行われましたが、語る語彙
は強くても、各協会が持つ将来への熱い思いと真摯
な姿を改めて感じることができました。半日という
限られた時間での会議とはなりましたが、ブロック
会長の全公連の在り方に関する諸意見を直接確認す
ることができ、心の引き締まる思いがいたしました。
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　会務報告～前号以降

12 月 4 日	 岩渕弁護士打合せ

12 月 5 日	 古屋圭司政経フォーラム

12 月 21 日	 	自由民主党土地家屋調査士制度改革推

進議員連盟総会

12 月 21 日	 年末挨拶

12 月 25 日	 法務省と打合会

1月 9 日	 新年挨拶

1月 10 日	 全法務省労働組合新春旗開き

1月 16 日	 民主党定期大会

1月 17 ～ 18 日　第 6回正副会長会議

1月 17 日	 関東ブロック協議会との打合会

1月 17 日	 新春交礼会

1月 21 日	 独立行政法人都市再生機構と打合会

1月 21 日	 司法書士新年賀詞交歓会

1月 24 日	 全法務省労働組合結成60周年記念祝賀会

1月 30 日	 河村建夫第 17 回朝食会

2月 7 日	 第 7回紘友会

2月 8 日	 寺澤重三氏の黄綬褒章を祝う会

2月 9 日	 赤間護氏旭日双光章受賞記念祝賀会

2月 14 日	 日調連と打合会

2月 14 ～ 15 日　第 7回正副会長会議

2月 15 日	 第 3 回総務・経理・広報担当打合会

2月 15 日	 顧問議員への要望書提出

2月 17 日	 第 11 回 21 世紀問題懇話会セミナー

2月 22 日	 日調連と打合会

2月 27 日	 第 3 回業務・研修担当打合会

2月 27 ～ 28 日　第 5回理事会

2月 28 日	 ブロック会長会議

2月 28 日	 全法務省労働組合との打合会

　今後の会議予定

3 月 9 日	 馬渕良一氏の黄綬褒章を祝う会

3月 17 日	 第 2 回業務推進委員会

3月 24 日	 全調政連第 8回定期大会

3月 24 ～ 25 日　第 8回正副会長会議

4月 23 ～ 24 日　第 1回理事会

4月 24 日	 第 1 回監査会

6月 9～ 10 日　第 23 回定時総会

お知らせ

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第 5条に規定する法務大臣の認証について

お 知 ら せ

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第5条に規定する法務大臣の認証について

次の土地家屋調査士会が標記法律に基づき、民間紛争解決手続の業務の認証を受けました。

○法務省告示第94号
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（平成16年法律第151号）第5条の規定に基づき、次の
者が行う民間紛争解決手続の業務の認証をしたので、同法第11条第1項の規定に基づき、公示する。

平成20年2月20日	 法務大臣　鳩山邦夫

認証紛争解決事業者の名称及び住所
名 称	 愛媛県土地家屋調査士会

住 所	 愛媛県松山市南江戸1丁目4番14号

認証年月日� 平成20年1月25日
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2003年2月17日から土地家屋調査士会員（以下「会員」）限定のホームページ	
「会員の広場」が再開されており、2008年 3月1日現在で、約6800人の会員
が ID登録をしております。
土地家屋調査士制度改革期にある今では、リアルタイムな情報共有が望まれ、連合会としても、この会員

の広場に「連合会の動き」や「制度に関する情報」等を掲載していきたいと考えますので、まだ ID登録を
されていない会員におかれましては、会員の広場へアクセスするための ID等を次の要領で申請いただき、
会員の広場を利活用ください。なお、IDの発行には2日～1週間程度かかります。

会員の広場を利活用ください

1
連合会HPのトップページ�
（http://www.chosashi.or.jp/）

から「会員の広場」をクリック

「新規ユーザー登録」 
ボタンをクリック

2

次のページへ

会員の広場を利活用ください
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3
��このまま入力！
•�ユーザー名：entry（半角）

•�パスワード：chosashi（半角）
　　　　を入力してOKをクリック

5
◦連合会に申請�
申請画面に所要事項を記入し、連合会へ
申請してください。おって、連合会から
ID等を申請時のメールアドレス宛に送信
します。なお、ID発行には�日～1週
間程度かかります。

4
「申込み」
ボタンをクリック



老後の生活には一体いくらお金が必要なのか、ゆとりある生活を送るにはさらにいくか必要なのか、それ

を考えることから、「ご自分の年金」設計が始まります。

国民年金基金には、終身年金と確定年金（有期年金）を合わせて5つの型が用意されています。終身年金

か有期年金か、亡くなった場合に遺族の方への一時金はあるのかどうか、65歳より早くから年金を受けた

い等々、どんな年金を受けたいかによって、選択します。あなたに合った年金は…？

ナットク 国民年金基金 4

ゆとりある老後のために 
自分に合った年金設計が可能です 
～老後の安心を約束する、国民年金に上積みする公的な個人年金です～ 土地家屋調査士国民年金基金

あなたに合った年金とは…、5つの型から選択して組合せを

＜5つの給付の型＞

一口目は、必ず「終身年金」A型・B型のどちらかを選びます。

「2口目以降」は、A型、B型、Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型の年金の中から、自分に合った年金を設計していきます。

生きている間は、 
ずっと「年金」を 
受け取りたい 

A型 

万が一のときには
家族の生活を支え
るものがほしい 

保証期間（一時金）は
要らないので、その
分掛金を安くしたい 

65歳～終身 
80歳まで保証あり 

B型 
65歳～終身 
保証なし 

受け取れる期間
が決まっていて、
より安い掛金で 

受け取れる期間は
決まっていても、
早く受け始めたい 

Ⅰ型 

基金では、80歳ま
での年金を増やし
たい 

基金では、75歳ま
での年金を増やし
たい 

65歳～80歳 
80歳まで保証あり 

Ⅱ型 
65歳～75歳 

75歳まで保証あり 

基金からは、60歳
からの年金を受け
取りたい 

Ⅲ型 
60歳～75歳 

75歳まで保証あり 

＜5つの型の選び方＞

■保証期間とは

保証のある型（A・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ型）の場合、年金受給前に死亡した時は、掛金の納付期間に応じて所定の額

が、また、年金を受けている間に亡くなった時には、保証期間内に受け取るはずだった年金の残額が、一時

金として遺族に支払われます。ちなみにA型とⅠ型は保証期間が80歳までとなっています。

■遺族一時金が受けられる遺族とは

死亡した方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で、遺族（一人）の方に

一時金が支払われます。遺族一時金は、納めた掛金額を下回ることがあります。

60歳 65歳 70歳 75歳 80歳 
終身 

1口目 

2口目 

A型 
B型 

Ⅰ型 

Ⅱ型 

Ⅲ型 

A型 
B型 

国民年金基金  08.3.18  14:16  ページ1
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ら



国民年金基金への加入は、口数（くちすう）制となっています。将来受け取りたい年金額に合わせて希望

する口数だけ加入することになります（払込掛金の上限月額は1口目と2口目以降合わせて6万8千円。受け

取る年金では、確定年金の年金額は終身年金の年金額を超えることはできません）。

1口目は、年金月額3万円のA型かB型のどちらかを選びます。国民年金本体が一生涯の保障であることか

ら、1口目の年金は終身受けられるA型かB型が基本になります。

2口目以降は、1口の年金月額は1万円です。終身年金のA型・B型に、あらかじめ受け取れる期間が決ま

っている確定年金Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型の3種類を加えた5つの型から、希望に応じて組み合わせます。

自分のニーズに合った年金の組合せ方は？

国民年金保険料の未納があると、年金が受けられなくなったり、減額されるそう
ですが、国民年金基金にも、年金を受けるための要件はありますか？

国民年金基金Ｑ＆Ａ

Q
国民年金基金は、国民年金の上積み年金という位置づけなので、国民年金本体の保険

料を納めていただくことが必須要件となります。また、国民年金基金で納めた掛金が

掛け捨てになることはありませんので、ご安心ください。国民年金を受け取るには原

則として最低25年以上の受給資格期間※が必要です。国民年金基金は加入者一人ひと

りがご自分で設計する公的な個人年金で、いつから始めても、掛金の納付期間に関わ

らず（短期間でも）、国民年金に未納がない限り、確実に年金が受けられます。

A

※厚生年金保険などの加入期間や保険料免除期間も含まれます。60歳到達時点で25年に満たな
い場合でも、65歳・70歳まで任意加入できる特例があります。

最適な年金プラン例 

1

2

3

4

5

A型orB型 

B型 

A型orB型 

A型orB型 

A型orB型 

B型 

Ⅰ型 

Ⅱ型 

Ⅲ型 

Ⅰ型 

Ⅱ型 

Ⅲ型 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

年金月額3万円を終身受け取りたい方は 

終身年金を受け取りたい（保証期間なし）方は 

80歳までの年金を増やしたい方は 

75歳までの年金を増やしたい方は 

60歳から年金を受け取りたい方は 

1口目 2口目 3口目 加入者一人ひとりが設計します。 … 

国民年金基金  08.3.18  14:16  ページ2
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土地境界基本実務Ⅴ
「境界鑑定Ⅴ（筆界の特定技法）」

発刊のお知らせ

土地境界基本実務Ⅴ「境界鑑定Ⅴ（筆界の特定技法）」

発刊のお知らせ

平成18年7月31日刊行　A4判並製カバー装箱入　285頁　会員頒布価格2,000円（税込、送科込）

各　位
土地境界基本実務叢書の続編、第Ⅴ巻「筆界の特定技法」を発刊しましたので、
御案内いたします。

日本土地家屋調査士会連合会

■発刊に際して（抄）■

日本土地家屋調査士会連合会

会長　　松　岡　直　武

日本土地家屋調査士会連合会は平成 13年に土地境界基本実務叢書の具体的編集作
業に着手し、Ⅰ部の境界鑑定（基本実務）を中心とした全 4分冊の叢書編集を行い、Ⅱ
部には「土地法制」、Ⅲ部には「地租改正報告」、Ⅳ部には「判例・先例要旨」とする図書
を平成 14年 10月に発刊した。以後、連合会はこれらの図書を利用した土地境界基本
実務（境界鑑定講座）研修を実施し、併せて各単位会においても継続した会員研修を実
施することを要請し、境界の専門家としての専門的知識の習得に努めてきた。
平成 16年 6月 18日には 105 年ぶりに不動産登記法が全面改正（法律第 123 号，平
成 16年 6月 18日公布，平成 17年 3月 7日施行）され、続けてその直後の平成 17年
4月 13日には法律第 29号として「不動産登記法等の一部を改正する法律」が公布され
たことにより、筆界特定制度の創設と土地家屋調査士法の一部改正による筆界特定の
手続代理関係業務、土地の境界をめぐる民間紛争解決手続代理関係業務等が土地家
屋調査士法第 3条の業務に新たに加えられるに至った。（中略）
今回発刊する「土地境界基本実務Ⅴ」（筆界の特定技法）は、筆界特定の手続代理関
係業務での代理人、筆界調査委員、あるいは民間紛争解決手続代理関係業務での代理
人、鑑定人、補佐人、さらには裁判所における鑑定人として、事件をどのように読み
取りどう理解するか、当該事件で当事者が求めている主張をどのような資料をもって
どう分析し争点の整理をしていくのか、そしてどのような解決に結びつけていくのか
など、「土地境界基本実務 I」を基本とした筆界の特定技法をさらに深く掘り下げたも
のとして発刊するものである。
既発刊図書と共に各位の日常業務の一助となれば幸甚である。
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境界鑑定Ⅴ（筆界の特定技法）主な目次

第1章　筆界の特定技法 第3章　特定技法の能力
第 1節　筆界の特定技法とは
第 2節　筆界の特定技法と必要な諸能力
第 3節　「筆界の特定要素」と「筆界の特定技法」

のかかわり

第 1節　調査技法
第 2節　分析技法
第 3節　判断技法
第 4節　表現技法

第2章　筆界の特定要素 第4章　事例から学ぶ
第 1節　不動産登記法の求める筆界の特定要素

とは
第 2節　筆界の特定要素から得られる情報

鑑定事例から「筆界の特定技法」を見る
鑑定事例 1～鑑定事例 6

■土地境界基本実務叢書《既刊》の御案内■

□土地境界基本実務Ⅰ　境界鑑定Ⅰ（基本実務）
□土地境界基本実務Ⅱ　境界鑑定Ⅱ（土地法制）
□土地境界基本実務Ⅲ　境界鑑定Ⅲ（地租改正報告）
□土地境界基本実務Ⅳ　境界鑑定Ⅳ（判例・先例要旨）

平成14年10月刊，B5判，4巻1セット，箱入
会員頒布価格8,400円（税込，送料込）

	

書 籍 申 込 書

①�土地境界基本実務Ⅴ「境界鑑定Ⅴ（筆界の特定技法）」（2,000円・税込、送料込） 部

②�既刊 4冊セット（8,400 円・税込、送料込） セット

所属会名

氏　名

送付先
〒

T E L

所属土地家屋調査士会行 ※この申込書は所属土地家屋調査士会に提出してください※

ご記入いただいたお名前、ご住所等は、ご注文いただいた商品の発送以外の目的には使用いたしません。



44 土地家屋調査士　2008.4月号　No.615

多
麻
川�

水
上　

陽
三

堅
香
子
に
三
月
の
声
と
ど
き
た
る

縒
太
き
も
の
を
数
ふ
る
牡
丹
の
芽

待
ち
わ
び
し
も
の
の
蠢
く
春
の
土

鷹
鳩
と
化
し
な
く
な
り
し
還
付
税

多
麻
川
の
古
歌
を
思
へ
ば
蘆
の
角

雑　

詠�

水
上　

陽
三　

選

茨
城　

島
田　

操

春
耕
や
一
鍬
ご
と
に
陽
を
掬
ふ

父
の
忌
や
墓
前
に
酒
と
草
の
餅

下
宿
す
る
孫
と
名
残
の
春
炬
燵

雛
の
夜
や
カ
セ
ッ
ト
で
聴
く
童
唄

地
境
の
杭
を
隠
し
て
犬
ふ
ぐ
り

岐
阜　

深
谷
健
吾

ま
ん
さ
く
は
故
郷
の
花
母
の
花

し
だ
れ
て
も
大
地
に
ふ
れ
ず
し
だ
れ
梅

神
宿
る
伊
勢
の
二
見
の
夫
婦
雛

悪
役
は
い
つ
も
父
さ
ん
福
は
内

魚
は
氷
に
上
る
諏
訪
湖
と
眞
青
空

東
京　

黒
沢
利
久

白
梅
の
深
空
龍
太
の
一
周
忌

流
し
雛
神
田
川
よ
り
大
川
へ

春
灯
や
一
書
一
書
の
墨
の
色

書
道
展
出
て
夕
日
差
す
春
の
池

居
酒
屋
の
賑
ひ
に
入
る
春
の
暮

ちょうさし俳壇

愛
知　

清
水
正
明

春
潮
や
右
に
渦
巻
く
大
鳴
門

竹
の
秋
今
も
誇
り
や
真
田
庄

山
椒
の
芽
匂
ふ
貴
船
や
貰
ひ
風
呂

詰
襟
の
襟
の
堅
さ
や
昭
和
の
日

満
点
星
の
鈴
が
鳴
る
よ
な
尼
の
声

福
島　

加
藤
捷
子

夫
の
背
へ
一
握
の
豆
鬼
や
ら
ひ

通
ひ
路
や
雪
載
せ
て
立
つ
六
地
蔵

雪
解
水
足
を
洗
ひ
て
流
れ
け
り

雪
晴
れ
や
小
鳥
啄
む
つ
ぶ
ら
な
実

久
方
に
薄
氷
を
見
る
に
わ
た
ず
み

岐
阜　

堀
越
貞
有

斥
候
も
し
ん
が
り
も
ゐ
て
鴨
の
陣

お
揃
ひ
の
野
良
着
の
干
さ
れ
冬
う
ら
ら

霾
る
や
モ
ン
ゴ
ル
力
士
の
技
の
冴
え

真
夜
中
に
ひ
と
り
善
が
り
の
浮
か
れ
猫

さ
ざ
な
み
に
彩
り
か
さ
ね
四
温
光

埼
玉　

井
上
晃
一

啓
蟄
や
農
具
は
未
だ
納
屋
に
あ
り

春
一
番
校
舎
を
包
む
土
ぼ
こ
り

今
月
の
作
品
か
ら

島
田　

操

春
耕
や
一
鍬
ご
と
に
陽
を
掬
ふ

一
毛
作
田
の
土
を
鋤
き
起
こ
し
て
柔
ら
か
く
す
る

第 275 回

の
が
、
春
耕
の
本
義
だ
が
、
こ
こ
で
の
春
耕
は
も
っ

と
広
範
囲
な
耕
を
想
定
し
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。
一

鍬
ご
と
に
陽
を
掬
う
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
、
柔
ら

か
い
春
の
陽
射
し
の
あ
り
様
が
余
す
と
こ
ろ
無
く
現

さ
れ
て
い
る
。

深
谷
健
吾

ま
ん
さ
く
は
故
郷
の
花
母
の
花

臘
梅
の
花
が
終
わ
る
頃
、
山
茱
茰
の
花
と
共
に
黄

色
の
花
を
咲
か
せ
る
の
が
ま
ん
さ
く
で
あ
る
。
ま
ん

さ
く
は
、
花
び
ら
も
蕚
も
葉
も
す
べ
て
四
と
い
う
特

徴
の
あ
る
花
で
あ
る
。
作
者
の
故
郷
に
忘
れ
ら
れ
な

い
花
と
し
て
印
象
深
い
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
故
郷

と
言
え
ば
母
郷
で
あ
り
イ
メ
ー
ジ
は
母
へ
連
な
る
の

で
あ
る
。

黒
沢
利
久

白
梅
の
深
空
龍
太
の
一
周
忌

飯
田
龍
太
氏
は
昨
年
の
二
月
二
十
五
日
八
十
六
歳

で
こ
の
世
を
去
っ
た
。

一
九
九
二
年
父
蛇
笏
か
ら
継
承
し
た
俳
誌
『
雲
母
』

を
九
〇
〇
号
で
閉
刊
す
る
に
あ
た
り
、「
会
の
規
模

が
大
き
く
な
り
す
ぎ
、
自
分
が
高
齢
に
な
っ
た
こ
と

も
あ
っ
て
、
思
う
よ
う
な
選
が
で
き
な
く
な
っ
た
。

こ
れ
は
作
者
に
対
す
る
不
誠
実
に
あ
た
る
」
と
、
同

人
へ
の
手
紙
に
記
し
た
と
聞
く
。
七
十
一
歳
の
時
で

あ
っ
た
。
厳
し
く
自
分
を
律
し
続
け
た
俳
人
の
面
目

躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
。

寒
気
去
り
や
ら
ぬ
凛
々
た
る
白
梅
の
空
に
個
人
を

偲
ん
で
の
作
。

清
水
正
明

春
潮
や
右
に
渦
巻
く
大
鳴
門

左
右
ど
ち
ら
に
渦
巻
く
の
か
見
逃
し
て
し
ま
う
が

観
察
の
目
が
鋭
い
。



45土地家屋調査士　2008.4月号　No.615

お知らせ

新・土地家屋調査士会館竣工

編集後記

日本土地家屋調査士会連合会・事務局の引越しが�
平成�0年 4月�6日（土）に決定

新事務局での執務開始は、4月�8日（月）から

【新住所】
郵便番号：101-0061
東京都千代田区三崎町一丁目2番10号
土地家屋調査士会館　4階～ 6階

（受付窓口：5階）

電話番号：03（3292）0050
F A X：03（3292）0059
ご注意：�局番が変わりますので、ご登録の変更を�

お願いします。

JR水道橋駅より徒歩 3分
三田線水道橋駅（A2出口）より徒歩 4分

お知らせ

新・土地家屋調査士会館竣工

編 集 後 記
働きアリの2割は働いてはいない。働きアリの8割を集めて観

察してみるとその内の2割は働かなくなったとか。逆に働かない
2割を集めた結果は、全体の8割が働き出したとか。世の中の仕
組みそのものがそうなっているのでしょうか？
第3回特別研修の考査が終了しました。参加されました皆様、

また、御協力頂いた関係者各位、お疲れ様でした。紙面をお借
りして篤く御礼申し上げます。高知会における研修者は15名で
平均年齢 53.6歳。平均業務歴20.9カ月でありました。合否は受
講者の方にとっては気になるところですが、全体として新たな制
度に取り組む士業の職能向上といった観点で捉えると非常に意
味があり、取り組む姿勢そのものが最も大切な事なのではないか
と考えます。結果だけが全てではなく、プロセスも重要なのです。
2月12日公告「2週間の業務停止」受託した事件の不完全履
行等／2月18日公告「戒告」本人確認義務及び登記申請意思
確認義務違反／2月20日公告「1か月の業務停止」他人による
業務の取扱い／2月22日公告「1年の業務停止」業務外行為／
2月27日公告「2年間の業務停止」他人による業務の取扱い／
2月28日公告「戒告」境界標の無断設置等…と週にひとりは何
らかの懲戒処分を受けている実態もある。しかし、他人事では済
まされない。
日曜日に携帯電話が鳴る。「現場の杭打ち作業を行っていたら
貴方の分筆図面どおりの位置に落ちない（ポイントが）」と現場
監督から早急に現場に来るよう催促される。「えっ！？」喉に痰が
詰まるような違和感。急に悪寒が走る。一旦は事務所に寄り資
料を持って現場に到着。ひたすら低姿勢（ってか、毎度の光景
ではあるが）。器械点、後視点とも自分が作った基準点である。

据えつけられた器械を作業員が覗き込みながら、私に不備の顛
末を怒りとともに述べる。冷静には聴けない。器械を覗き後視点
で零セットし、分筆点に振る。確かに違う。汗が浮ぶ。後視点が
動いてないか確認する。擁壁上に打たれた金属鋲は堅固であっ
た。刻一刻と追い詰められる。再度器械点を確認。…間違いな
い。汗が流れる。どこに逃げようか、逃げられない。器械は大丈
夫かと気泡を確認する。整準は大丈夫だ。身震い。寒い。さむい。
次に致心を確認…鋲にすわっていない？鋲はどこだ？…致心と整
準を繰り返して据え直す。再度後視を視準し、零セットする作業
過程においても横で作業員のオヤジさんの口は止まらない。分筆
点を落とす。分筆図面どおりだ。深呼吸。悪寒の次は体が心底
火照る。“この呆け！”と思うが「脅かさないでよ」と100万ドル
の安堵の笑み浮かべ致心の据えつけの重要性を説く。態度を一
変した現場監督からは「休みの日にすまないね」と労いの声をか
けられ、貴重な安息の日が潰れた。
2割の1匹になりたい。しかし、2割ですら全体としたらその8

割が働き出す寓話を何の教訓とすべきか。
	 広報部次長　川本　達夫

お詫び
本誌3月号（No.614）において、以下の誤りがありました。ここに
深くお詫び申し上げますとともに、下記訂正方お願いいたします。

記
	 （誤）	 （正）
27頁	左段下から17行目及び15行目　寺澤　繁三	→	寺澤　重三

�
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日本土地家屋調査士会連合会特定認証局

土地家屋調査士電子証明書の発行等に係る手続について

日本土地家屋調査士会
連合会特定認証局

平成18年1月から土地家屋調査士の電子認証カード（ICカード）を発行していますが、
多くの会員から本 ICカード及び関連する事項に係る質問や照会を受けたことから、本稿
にてQ＆A形式で説明します。

Q1．�日本土地家屋調査士会連合会特定認証局（以
下「日調連認証局」）が発行する ICカード
（以下「電子証明書」をなぜ取得する必要
性があるの？

認証局が発行する電子証明書
は、ネット等の世界において「土地家

屋調査士の職印」に相当するもので、オンラ
イン登記申請や土地家屋調査士が業として作成し
たデータ（一部署名できないも
のもあります。）に署
名する場合等に使
うんだ。

Q2．�どうすれば ICカードを取得できるの？

次のページから「電子証明
書の取得方法」、「オンライン登記申

請の準備方法」及び「電子証明書の再発
行方法」など様々な手続の説
明をしているので、よく
読んで申し込んでね。

特定認証局を自前で構築
し、ICカードを全員が所持する
ことは、オンライン申請に対応で
きる組織としての能力があること
を宣言する第一歩だよ！

【新不動産登記法が要求している 3 本柱】
新不登法は、以下の3点を土地家屋調査士に問いかけ
ていると言えます。

1）�オンライン申請に対応できる能力を保持してい
るか？

2）�他省庁と共に地図整備やその維持管理に民間人
として協力する意思と能力を充足しているか？

3）�専門家として蓄積した知識や能力を、紛争の解
決に役立てる能力を評価できる仕組みを備えて
いるか？

ハカル君

モグ

トウコさん

巻末付録
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土地家屋調査士電子証明書の発行等に係る手続について

日本土地家屋調査士会連合会特定認証局では、平成 18 年 1月から土地家屋調査士電子証明書（ICカード）
の発行作業を行っており、これまでの運用において、会員の皆様から頂戴した照会・質問等を取り纏めたう
えで、同証明書の発行に係る会員の皆様への補足説明等を下記①～③に記載しますのでご参照ください。
① ICカードの申込時
電子証明書の発行は次の 2通りの方法で行っております。

【通常発行】
オンライン指定庁の指定日順に対象支部の会員に対し月800枚を目安に連合会から申込書を送付しております。
なお、連合会が申込書を送付するフェーズから、会員の皆様が証明書を取得するまでの流れについては、「電

子証明書を取得するまでの流れ（ⅱページ）」を参照ください。
【希望者枠発行】
詳細は、「土地家屋調査士電子証明書の希望者配布について（ⅲページ）」を参照ください。

② ICカードを受領した場合
上記①により会員の皆様が ICカードを受領された場合、その郵便物（ICカード一式）の説明については、

「土地家屋調査士電子証明書の同封物について（ⅲページ）」を参照ください。
また、同 ICカードを使用してオンライン登記申請を行う場合の事前準備等の説明については、「オンライ

ン登記申請を実施するまでの準備について（ⅳページ）」を参照ください。
③ ICカードを再発行する場合
一度取得したICカードを、調査士登録事項変更や、ICカードの紛失等により失効した場合の再発行の仕様・

手順等については、「土地家屋調査士電子証明書の再発行に係る案内について（ⅳページ）」を参照ください。

電子証明書を取得するまでの流れ

会員における電子証明書利用申込から ICカード等発行までの流れは、下記の（1）～（7）のとおりです。
ただし、下記流れは認証局運用開始後第 1回目に発行するときのものです。	 （平成 18 年 1月現在）

電子証明書を取得するまでの流れ

（※ 4）
（※ 4）
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土地家屋調査士電子証明書の希望者配布について

当連合会では、オンライン登記申請時の土地家屋調査士資格の証明に必要な「電子証明書」の発行を平成
18 年 1月から開始しています。
同電子証明書の発行計画は、不動産登記オンライン申請システム導入庁の指定日順に、その登記所の対象

支部毎に毎月 800 名ずつ定期発行するとともに、毎月 200 名ずつの希望者発行枠を設け、計 1,000 枚ずつ発
行しています。
不動産登記オンライン申請システム導入予定庁に関しては、「不動産登記オンライン申請システム導入予

定庁一覧」（http://www.chosashi.or.jp/repository/07wants/lists.xls）をご参照ください。また、希望者枠発
行については、下記の要領により連合会までお申し込みください。
なお、市町村合併により土地家屋調査士名簿の住所・所在地に変更が生じる会員については、速やかに調

査士会の方でとりまとめのうえ、連合会へ事項変更の申請を並行して行っております。よって、当該会員へ
の利用申込書の発送は、同事項変更完了後となりますのでこの旨ご了承ください。

記
【希望者枠発行の申込方法】
任意の様式に、「土地家屋調査士電子証明書発行希望」の旨と以下の項目を記入の上、メール（ca-info@chosashi.
jp）、FAX（03-3942-0197）及び郵送（〒112-0013��東京都文京区音羽1-15-15�シティ音羽2階 204号�日本土地家
屋調査士会連合会�特定認証局運営室��行）にてお申し込みください。

○　所属会名　　○　所属支部名　　○　登録番号（半角）　　○　氏名
○　事務所所在地（郵便番号も記入）　　○　Mail（半角）　　○　Tel（半角）

全国のどなたでも、直ちに申込み可！まず、ＩＣカードを取得することから始まるオンライン

《この文書はICカードのお申し込み後にご覧ください。》

土地家屋調査士電子証明書の同封物について

会員の皆様が受領される IC カードは、
下図①～④のような一式となっております
ので、各項目について説明いたします。
①下記②～④が入っている封筒
② ICカード受領書
次の作業を行ってから、下記③の封筒
に入れて連合会へ送付ください。
・自署（氏名）
・実印を押印
・�IC カードの券面に記入されている登
録番号を記入（最初の 000 は省略）

③受領書返送用封筒
④PIN封筒
IC カードのPIN コード（パスワード）
が記載されている封筒です。この PIN
コードは ICカードにて署名する際に必
要なものですので大切に保管ください。
また、PIN コードを 15 回以上ミス（入力等）すると ICカードが使えなくなりますのでご注意ください。
（この場合は、その ICカードを失効して新規 ICカードを再発行する手続きとなります。）

①

②

③

④
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オンライン登記申請を実施するまでの準備について

今、日本土地家屋調査士会連合会認証局サービス（調査士電子証明書）は、全国の会員が等しく利用して
いただけるよう、着々とカード発行手続を進めております。
会員の皆様が調査士電子証明書を受領されてから、オンライン登記申請を行うための準備事項として、下
記のとおりお知らせします。	

記
１．オンライン登記申請マニュアルCDの準備
オンライン登記申請を行うための準備からオンライン登記申請の方法までを説明したマニュアルです（平

成 18 年 3月下旬に各会に会員数分を送付済）。オンライン登記申請に必要な各種ソフト・ドライバ等も収録
していますが、平成 18 年 1 月版ですので、法務省HP及び日調連HP等で最新のものをダウンロードする
ことを奨励します。
２．I ＣカードR/W（カード読取リーダー）の準備
「http://www.chosashi.or.jp/repository/03ICcard/ICcard.htm」を参考に、適切なICカードR/Wをご準備ください。
３．	オンライン登記申請に必要な各種ソフト及びドライバ等のインストール・設定
オンライン登記申請マニュアルCDにも収録していますが、同CDは平成18年1月版ですので、法務省HP（http://
shinsei.moj.go.jp/usage/zyunbi.html）及び日調連HP（http://www.chosashi.or.jp/repository/）等で最新のものを
ダウンロードして設定等ください。なお、設定・準備については、同CDの１「準備編」を参考にしてください。

土地家屋調査士電子証明書の再発行に係る案内について（お願い）

平成18年 1月から土地家屋調査士電子証明書（以下「証明書」という。）の発行を開始し、平成19年 11月
末日現在で 7,018 枚の証明書を全国の会員へ発行しているところであります。
ところで、同証明書の発行については、特定認証局に係る特別会費を毎月1,000円ずつ全会員に負担いただい
ていることから、各会員に対する1回目の発行は無料で行っています。しかし、土地家屋調査士名簿の事項変更
等により、証明書を失効した場合の当該会員への2回目の発行については、1証明書当たり下記「証明書発行費
用の支払い方法の1」の費用負担をいただくこととしております（日調連特定認証局HP（http://www.chosashi.
or.jp/repository/n_kisoku.pdf）に掲載の「日調連特定認証局規則」を参照）。
なお、その際の費用の支払い方法は下記「証明書発行費用の支払い方法」のとおりです。
さらに、証明書発行については、平成17年度第 62回連合会定時総会において｢改正不動産登記法の立法の
趣旨を受け、全会員で土地家屋調査士制度を維持、発展していくことを目的に、証明書を全会員配布とする。｣
ことが決議されておりますので、この趣旨のご理解のもと会員への案内方よろしくお願いします。

証明書発行費用の支払い方法
1　振込金額（証明書1枚当たり）
・H18.1月～ H23.12月	 ：	 5,000円（税込）
・H24.1月以降		 ：10,000円（税込）

2　振込先等の情報
・金融機関名	 ：みずほ銀行
・支店名名	 ：江戸川橋支店
・振込先名義	 ：日本土地家屋調査士会連合会
	 	 会長　松岡直武
・口座	 ：普通
・口座番号	 ：1018169
・振込者名	 ：	口座名義ではなく下記（※）の数字7桁を入力

（※）�会番号2桁（※）＋登録番号5桁（例：東京会の1番の場合、
0100001）なお、会番号は、別添「会番号一覧表」を参照

3　証明書発行費用の支払い方法
上記1の金額を上記2の要領で振込み、その振込み用紙及び領
収書等の控のコピーを利用申込書の送付時に同封する。

【会番号一覧表】
会名 会番号
東京 1
神奈川 2
埼玉 3
千葉 4
茨城 5
栃木 6
群馬 7
静岡 8
山梨 9
長野 10
新潟 11
大阪 12
京都 13
兵庫 14
奈良 15
滋賀 16
和歌山 17

会名 会番号
愛知 18
三重 19
岐阜 20
福井 21
石川 22
富山 23
広島 24
山口 25
岡山 26
鳥取 27
島根 28
福岡 29
佐賀 30
長崎 31
大分 32
熊本 33
鹿児島 34

会名 会番号
宮崎 35
沖縄 36
宮城 37
福島 38
山形 39
岩手 40
秋田 41
青森 42
札幌 43
函館 44
旭川 45
釧路 46
香川 47
徳島 48
高知 49
愛媛 50


